
資料：地震応急－１ 

 

        豊 中 市 災 害 対 策 本 部 条 例                                                

 

                      ・公布 昭和３９年８月１日 条例２９号 

                      ・沿革 平成１２年３月31日 条例３２号 

 

（目 的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第2 2 3    号）第23条第7  項の規定に基づき、

 豊中市災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（組 織） 

第２条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所属員を指揮監督する。 

２ 災害対策本部副本部長は、災害対策本部長を補佐し、災害対策本部長に事故があるときは、

 その職務を代理する。 

３ 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受けて、災害対策本部の事務に従事する。 

 

（部の設置） 

第３条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。 

２ 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員をもってこれに充てる。 

４ 部長は、災害対策本部長の命を受けて事務を掌理し、所属員を指揮監督する。 

 

（委任規定） 

第４条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が

 定める。 

 

 

   附 則 

 

 この条例の施行期日は、市規則で定める。 
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・市長
本部長

・助役
・助役 本部長 総括部総括班長

副本部長 ・収入役 副本部長 総括部情報班長
・教育長 総括部長 総括部広報班長
・水道事業管理者 関係部長 各部総務班長

総括部 秘書班 ・総務部 秘書課

総括班 ・総務部 危機管理室
法務室

・政策推進部 企画調整室
千里ニュータウン再生推進課
まちづくり支援課

広報班 ・政策推進部 広報広聴課

情報班 ・人権文化部 市民活動課
人権企画課
男女共同参画推進課
文化芸術・国際課

・政策推進部 情報政策室

総合相談班 ・環境部 環境政策室

・建築都市部 開発調整室
・政策推進部 広報広聴課

財政班 ・財務部 財政課

動員物資補給部 総務班 ・総務部 情報公開課
財産管理課
（庁舎管理係、車両管理係）

・行財政再建対策室

職員動員班 ・総務部 人材育成室
　人事課
　職員課
　職員研修所

機動班 ・収入役室
・選挙管理委員会事務局
・監査委員事務局
・市議会事務局

物資等調達班 ・総務部 契約検査室

調査部 調査総務班 ・財務部 納税管理課（税制係、証明係）

家屋調査班 ・財務部 納税管理課（税制係、証明係を除く）
市民税課
固定資産税課

市民部 市民総務班 ・市民生活部 市民生活課（くらしかんを除く）

救援物資班 ・市民生活部 市民課

経済班 ・市民生活部 商工労政課（労働会館を除く）
・農業委員会事務局

市民班 ・市民生活部 庄内出張所
新千里出張所

緊急対策会議 緊急対策会議事務局

　豊中市災害対策本部機構図

本部長

副本部長
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災害援護部 災害援護総務班 ・健康福祉部 地域福祉課

援護班 ・健康福祉部 福祉事務所　生活福祉課
福祉事務所　障害福祉課
保険室　高齢介護課

保険班 ・健康福祉部 保険室　保険給付課
保険室　保険資格課

廃棄物対策部 廃棄物対策総務班 ・環境部 廃棄物対策室
　減量推進課
　美化推進課（美化推進係）

業務班 ・環境部 廃棄物対策室
　美化推進課（環境美化係）
　中部環境センター
　南部環境センター
　北部環境センター

医療救護部 医療・薬局 ・市立豊中病院 医務局
中央診療局
健診センター
診療情報管理室
地域医療室
医療情報室
医療安全管理室
薬剤部
看護部

事務局 ・市立豊中病院 事務局　病院管理課
事務局　経営企画室
事務局　栄養管理課

医療・衛生・ ・健康福祉部 健康づくり推進課
救助班

工作部 工作総務班 ・土木下水道部 土木下水道総務課

下水対策班 ・土木下水道部 土木下水道建設課
（計画係、調整係、下水道設計係、
　下水道工事係）
下水道管理課
下水道施設課
下水道維持課
猪名川流域下水道事務所

土木対策班 ・土木下水道部 土木下水道建設課
（道路設計係、道路工事係）
道路管理課
道路維持課

・環境部 公園みどり推進課

土木下水道 ・土木下水道部 用地対策課
予備班

建築都市総務班 ・建築都市部 住宅課

工作輸送班 ・建築都市部 建築課

宅地調査班 ・建築都市部 建築指導室　指導課
建築指導室　監察課

建築予備班 ・建築都市部 建築指導室　審査課
都市計画課
市街地整備室
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※災害の規模等により本部長の判断で、住宅対策部が工作部から独立して住宅対策にあたる。

住宅対策部 住宅総務班 ・建築都市部 住宅課

住宅相談班 ・建築都市部 建築指導室　指導課
建築指導室　審査課
建築指導室　監察課

応急対策班 ・建築都市部 建築課

住宅等斡旋班 ・土木下水道部 用地対策課

住宅応援班 ・建築都市部 都市計画課
市街地整備室

消防部 指揮班(警備・救助担当) ・消防本部 警防課

指揮班(救急担当) ・消防本部 救急課

調査班 ・消防本部 予防課

総務班 ・消防本部 消防総務課

通信班 ・消防本部 指令情報課

北大隊 ・消防本部 北消防署

南大隊 ・消防本部 南消防署

団大隊 ・消防団

避難部 避難総務班 ・教育委員会 教育総務室　企画総務課
教育総務室　教育施設課
教育総務室　学務課
人権教育企画課

炊き出し班 ・教育委員会 教育総務室　学校保健給食課
（学校給食事務所）

学校教育避難班 ・教育委員会 学校教育室　学校指導課
青少年補導センター
学校教育室　幼児教育課
学校教育室　教職員課
学校教育室　教育センター
教育総務室　学校保健給食課
（庄内少年文化館）
（千里少年文化館）
（幼稚園、小学校、中学校）

生涯学習避難班 ・教育委員会 生涯学習推進室　地域教育振興課
生涯学習推進室　岡町図書館
（庄内図書館）
（庄内幸町図書館）
（千里図書館）
（東豊中図書館）
（野畑図書館）
（服部図書館）
（高川図書館）
（蛍池図書館）
生涯学習推進室　中央公民館
（蛍池公民館）
（庄内公民館）
（千里公民館）

スポーツ振興 ・教育委員会 生涯学習推進室　スポーツ振興課
避難班 （各体育館：豊島、柴原、庄内、千里）

（武道館ひびき）
（各温水プール:庄内、二ノ切、豊島）
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福祉避難班 ・健康福祉部 地域福祉課
（福祉会館）
保険室　高齢介護課
（各老人福祉センター）
（各老人デイサービスセンター）
福祉事務所　障害福祉課
（みのり園）
（みずほ園）
（おおぞら園）
（たちばな園）
（障害福祉センターひまわり）

こども施設 ・こども未来部 子育て支援課
避難班 （子育て支援センター）

（母子福祉センター）
保育課
（保育所）
（あゆみ学園）
（しいの実学園）
青少年課
（青年の家いぶき）

共同利用施設 ・建築都市部 空港対策室
避難班 （共同利用施設）

労働施設避難班 ・市民生活部 商工労政課
（労働会館）
市民生活課
（くらしかん）

人権文化施設 ・人権文化部 豊中人権まちづくりセンター
避難班 蛍池人権まちづくりセンター

文化芸術・国際課
（市民会館）
（アクア文化ホール）
（ローズ文化ホール）
（伝統芸能館）
（とよなか国際交流センター）

その他施設 ・総務部 財産管理課（管財係、明示係）
避難班 （箕面自由学園）

（大阪大学）

給水部 水道総務班 ・水道局 水道総務課
お客さまセンター
　水道窓口課

水道広報班 ・水道局 経営企画課

給水班 ・水道局 お客さまセンター
　給水装置課
水道維持課

水源班 ・水道局 水道建設課
浄水課
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 ７８ 

 
Ⅱ 災 害 対 策 本 部 業 務 分 担 

（平成18年4月現在） 

機 

構 

担 当 部 局 

（◎部長○副部長） 

班の名称 

（班   長） 
担当課 事務分掌 

秘書班 

（総務部次長兼秘

書課長） 

秘書課   1. 本部長及び副本部長の秘書に関すること 

  2. 災害視察及び見舞者の接遇に関すること 

  3. 市寄託分義援金品の受入れ及び礼状に関する 

  こと（市民部救援物資班との調整を含む） 

企画調整室 

まちづくり支援課 

法務室 

危機管理室 

総括班 

（危機管理室長） 

千里ﾆｭｰﾀｳﾝ再生

推進課 

  1. 災害対策に係る総合調整に関すること 

  2. 災害警戒本部の設置及び廃止に関すること 

  3. 災害警戒本部、災害対策本部会議及び緊急対 

  策会議に関すること 

  4. 防災会議、その他関係機関との連絡調整に関 

  すること 

  5. 大阪府現地災害対策本部との連携に関するこ 

  と 

  6. 災害救助法の申請手続きに関すること 

  7. 自衛隊の派遣要請、受入れ及び活動支援に関 

  すること 

  8. 府、他市町村及び関係機関等への応援要請及 

  び相互協力に関すること 

  9. 専門ボランティアの要請に関する調整及び関 

  係機関への要請に関すること 

 10. 国、府等への被害状況及び災害救助の実施状 

  況等の報告、記録に関すること 

 11. 避難勧告等の発令の調整に関すること 

 12. 他部の所管に属さない事務等の調整に関する 

  こと 

広報班 

（政策推進部広報広

聴課長） 

広報広聴課 1. 市民、新聞、放送機関等への災害広報及び報 
  道機関との連絡調整に関すること 

  2. 広報手段の確保に関すること 

  3. 広報紙等の編集及び発行、配布に関すること 

  4. 災害に関する写真、ビデオ等による記録に関 

  すること 

 5. 災害情報の広報内容等に関すること 

市民活動課 

人権企画課 

男女共同参画推 

進課 

文化芸術・国際課 

 

情報班 

（人権文化部次長

兼人権企画課長） 

情報政策室 

1. 配備指令等、本部の指示命令及び本部情報の 
 各部への伝達に関すること 

  2. 地震・気象情報等の収集に関すること 

3. 職員への広報（災害対策の周知）に関するこ 

 と 

  4. 被害状況、災害救助の実施状況等、各部から 

 の情報全般のとりまとめ、分析及び伝達に関する

こと 

5. 防災無線の運用、統制に関すること 

環境政策室 

開発調整室 

総合相談班 

（環境政策室長） 

広報広聴課 

 

1. 相談体制の編成、市民相談窓口の開設及び市 
 民の相談応対に関すること 

  2. 市民の要望等の連絡に関すること 

総 

 

括 

 

部 

総務部 

政策推進部 

環境部 

人権文化部 

財務部 

建築都市部 

 

 

◎総務部法務・ 

 危機管理担当 

 理事  

○政策推進部長 

○人権文化部長 

○政策推進部情報

政策担当理事 

○財務部理事 

財政班 

（財務部財政課長） 

財政課 

 

  1．災害時の応急財政措置に関すること 

  2．国、府等の補助金に関すること 

  3. 国、府等への要望事項に関すること 

  4. 災害関係経費のとりまとめに関すること   
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 ７９ 

機 

構 

担 当 部 局 

（◎部長○副部長） 

班の名称 

（班   長） 
担当課 事務分掌 

行財政再建対策

室 

情報公開課 

総務班 

（総務部次長兼財

産管理課長） 

財産管理課 

（庁舎管理係） 

（車両管理係） 

1. 動員物資補給部内各班との連絡調整及び本部 
 との連絡に関すること 

2. 総務部内施設の被害調査、応急対策、災害復 
 旧計画のとりまとめ及び報告に関すること 

  3. 庁舎の管理に関すること 

  4. 災害対策本部の施設及び設備に関すること 

  5. 庁舎内の仮設電話の設置に関すること 

  6. 庁舎の電話交換に関すること 

  7. 人員・輸送車両の確保・運用に関すること 

  8. 輸送需要の把握に関すること 

 9. 市有財産の被害状況のとりまとめに関すること 
 10.24時間対応体制職員の仮眠場所の確保及び給食支

給に関すること 

職員動員班 

（総務部人材育成

室長兼職員課長） 

人材育成室 

人事課 

職員課 

職員研修所 

1. 職員の動員及び配備の総合調整、職員参集状 
 況の取りまとめ及び報告に関すること 

2. 災害対策従事職員の公務災害補償等に関する 
 こと 

  3. 被災職員の援助に関すること 

4．災害対策従事職員の把握及び時間外勤務手当 

 等の支給に関すること 

収入役室 

選挙管理委員会

事務局 

監査委員事務局 

機動班 

（収入役室長） 

市議会事務局 

1. 各部の応援に関すること 

 

動 

 

員 

 

物 

 

資 

 

補 

 

給 

 

部 

総務部 

市議会事務局 

収入役室 

選挙管理委員会

事務局 

監査委員事務局 

行財政再建対策 

室 

 

◎総務部長 

○市議会事務局長 

○行財政再建対

策監 

物資等調達班 

（契約検査室長） 

契約検査室 1. 災害対策に係る物品、応急資機材、災害復旧 
 資機材の調達及び工事等の契約に関すること 

2. 食料、生活必需品等の救助物資の調達に関す 
 ること 

  3. 建設業者及び機械等の動員に関すること 

調査総務班 

（財務部参事兼 

納税管理課市税

徴収担当主幹） 

納税管理課 

  税制係 

  証明係 

1. 調査部内各班との連絡調整及び本部との連絡 
 に関すること 

2. 府・国税等の減免措置等の把握に関すること 
3. 建物の被害状況と当該建物の居住者の調査及 
 び被災証明の発行に関すること（災害救助法適 

 用の有無に関わらず、自然災害に伴う災害対策 

 関係本部設置時の災害に係るもの） 

納税管理課 

（税制係、証明係 

     を除く） 

市民税課 

 

調 

 

査 

 

部 

財務部 

 

 

◎財務部長 

○財務部次長兼 

納税管理課長 

家屋調査班 

（財務部参事） 

固定資産税課 

1. 建物の被害状況と当該建物の居住者の調査及 
 び被災証明の発行に関すること（災害救助法適 

 用の有無に関わらず、自然災害に伴う災害対策 

 関係本部設置時の災害に係るもの） 

 

市 

 

民 

 

部 

市民生活部 

 

 

◎市民生活部長 

○市民生活部次長 

 兼市民生活課

 長 

○市民生活部次

 長 

 

 

 

市民総務班 

（市民生活部次長兼

市民生活課長） 

市民生活課 

（くらしかんを

除く） 

 

 1．市民部内各班との連絡調整及び本部との連 

 絡に関すること 

2. 部内施設の被害状況のとりまとめに関するこ
と 

3. 市寄託分の義援金品の受領、出納管理及び礼
状の総括及び調整に関すること 
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つづく 

救援物資班 

 （市民課長） 

市民課 1. 市寄託分の義援金品の受領、出納管理及び礼 
 状に関すること 

2. 府・関係機関からの被災者用の災害応急用食 
 料・生活必需物資の調達及び出納管理に関する 

 こと 

  3. 災害援護部の応援に関すること 

機 

構 

担 当 部 局 

（◎部長○副部長） 

班の名称 

（班   長） 
担当課 事務分掌 

商工労政課 

（労働会館を除

く） 

経済班 

（商工労政課長） 

農業委員会事務

局 

1．調査部との連絡調整に関すること 

2．事業者・農業・農畜産物等の被害調査及び被

災証明の発行に関すること 

3．事業者向け災害関係融資の斡旋に関すること 

4．事業者及び農業者等の相談に関すること 

5．量販店等の営業状況調査に関すること 

6．量販店等の早期の営業再開、適正な物資等の

供給等の要請に関すること 

7．物価の実態に関する情報の収集に関すること 

庄内出張所長 

 

市 

 

民 

 

部 

つづき 

 

市民生活部 

 

 

◎市民生活部長 

○市民生活部次長 

兼市民生活課 

 長 

○市民生活部次

長 市民班 

（庄内出張所長） 

（新千里出張所長） 
新千里出張所長 

 1. 総括部総合相談班との連絡調整に関すること 

  2. 災害に係る相談に関すること 

災害援護総務班 

（健康福祉部次長兼

地域福祉課長） 

地域福祉課 1. 災害援護部内各班との連絡調整及び本部との 
 連絡に関すること 

2. 部内施設の被害状況のとりまとめに関するこ 
 と 

3. 災害見舞金・災害障害見舞金等の支給及び災 
 害援護資金等の貸付に関すること 

4. 災害弔慰金に係る調整及び支給に関すること 
5. 災害弔慰金支給対象者認定審査会に関するこ 
 と 

6. 被災者自立支援金に関すること 
7. 遺体に対する必要措置に関すること 
8. 社会福祉協議会との連絡等に関すること 
9. 日本赤十字社との連絡等に関すること 

 

災 

 

害 

 

援 

 

護 

 

部 

健康福祉部 

 

 

◎健康福祉部長 

○健康福祉部理事 

援護班 

（福祉事務所長） 

福祉事務所 

 生活福祉課 

  

 障害福祉課 

1. 生活必需品等のとりまとめ・精算に関するこ
と 

2. 食料・生活必需品等の搬送、配給に関するこ
と 
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保険室 

 高齢介護課 

3. 発災当日の備蓄食料の供給に関すること 
4. 社会福祉施設等の入所者の保護に関すること 
5. 要援護者への対応に関すること 
6. 在宅要援護者の安否確認、在宅福祉サービス
の継続提供に関すること 

7. 福祉相談窓口の設置及び巡回相談に関するこ
と 

8. 居宅、避難所及び応急仮設住宅等における福
祉関連要望の把握に関すること 

9. 避難所生活が困難な高齢者、障害者等の他施
設への搬送、福祉施設への緊急入所等に関す

ること 

10.赤十字奉仕団等への協力要請に関すること 

11.（財）福祉公社との連絡調整に関すること 

 

保険班 

（保険資格課長） 

保険室 

 保険給付課 

 保険資格課 

  

 1. 調査部との連絡調整に関すること 

2．医療機関の被害調査及び被災証明の発行に関 

 すること 

3．災害援護部援護班の応援に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

機 

構 

担 当 部 局 

（◎部長○副部長） 

班の名称 

（班   長） 
担当課 事務分掌 

廃棄物対策総務班 

（廃棄物対策室参事） 

廃棄物対策室 

 減量推進課 

 美化推進課 

 （美化推進係） 

1. 廃棄物対策部内各班との連絡調整及び本部と
の連絡に関すること 

2. 部内施設及び清掃工場の被害調査に関すること 
3. 臨時ごみ、臨時し尿、災害廃棄物の収集及び 
 処理計画に関すること 

4. 廃棄物処理業者の指導・連絡調整に関すること 
5. 倒壊家屋等の解体処理申請の受理及び調整に 
 関すること 

  6. 仮設トイレの設置に関すること 

  7. 仮設トイレ設置場所の広報に関すること 

  8. 再生利用の受入状況の確認に関すること 

  9. 臨時ごみの処理日時等の広報に関すること 

美化推進課 

（環境美化係） 

中部環境ｾﾝﾀｰ 

南部環境ｾﾝﾀｰ 

 

廃 

 

棄 

 

物 

 

対 

 

策 

 

部 

環境部 

 

 

◎環境部長 

○環境部廃棄物 

対策室長兼 

減量推進課長 

  

業務班 

（美化推進課長） 

（中部環境ｾﾝﾀー 所長） 

（南部環境ｾﾝﾀー 所長） 

（北部環境ｾﾝﾀー 所長） 

北部環境ｾﾝﾀｰ 

1. 臨時ごみ、臨時し尿、災害廃棄物の収集に関 
 すること 

2. 物資の輸送等、災害援護部の応援に関すること 
  3. 避難所への仮設トイレの設置に関すること 

  4. 道路等の障害物の除去に関すること 

6. 建築物、構築物等の転倒、落下物等による障 
 害物の除去に関すること 

  6. 除去廃棄物等の分別及び搬送に関すること 

医務局 

中央診療局 

 健診センター 

診療情報管理室 

 地域医療室 

 医療情報室 

 

医 

 

療 

 

救 

 

市立豊中病院 

健康福祉部 

 

 

◎病院長 

○病院事務局長 

医務・薬局 

（副院長兼看護部

長） 

  医療安全管理室 

1．被災傷病者の救護に関すること（応急救護所 

 での救護を含む） 

2．遺体の検案の協力に関すること 

3．医療・健康相談に関すること 

4． 被災者の健康管理、精神保健活動に関すること 
5．被災者の巡回診療に関すること 

6．医療・衛生・救助班との連携に関すること 
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薬剤部 

看護部 

病院管理課 

経営企画室 

栄養管理課 

事務局 

（病院事務局次長

兼病院管理課長） 

 

1. 医療本部との連絡調整に関すること 
2. 医療救護部内各班との連絡調整及び本部との 

  連絡に関すること 

3. 広域応援要請及び後方医療機関への搬送に関 
 すること 

4. 豊中病院の被害調査に関すること 
5. 市内各病院の被害状況等の把握に関すること 
6. 医療用資機材・医薬品の調達、調整、整備及 
 び運送に関すること 

7. 被災傷病者の把握及び報告に関すること 

護 

 

部 

医療・衛生・救助班 

（健康福祉部次長兼健

康づくり推進課長） 

健康づくり推進課 1. 医療本部との連絡調整に関すること 
2. 医療情報の収集に関すること 
3. 医師会、薬剤師会、医療機関への医療救助の 
 協力要請に関すること（連絡調整、傷病者の把 

 握、府への医師等の従事命令要請を含む） 

4. 医療・健康相談に関すること（調整・とりま 
 とめを含む） 

5. （財）医療保健センター、豊中保健所等との 
 連絡調整に関すること 

6. 医療救護所の設営等に関すること 
7. 被災地での環境衛生の確保、感染症の予防、 
 患者の収容、消毒の実施に関すること 

8. 食中毒の防止及び発生時の対応に関すること 
9. 被災者の健康管理、精神保健活動に関すること 
10.被災者の巡回診療に関すること 

 

 

機 

構 

担 当 部 局 

（◎部長○副部長） 

班の名称 

（班   長） 
担当課 事務分掌 

工作総務班 

（土木下水道部次長） 

土木下水道総務課   1. 工作部内各班との連絡調整及び本部との連絡に 

  関すること 

  2. 土木下水道部内の災害記録に関すること 

  3. 人員配置、車両の配車計画に関すること 

  4. 土木下水道部内施設の被害状況，応急対策、災

害復旧計画のとりまとめ及び報告に関すること 

  5. 水防本部から災害対策本部への移行に伴う引継 

  ぎ及び総括部の支援に関すること 

  6. 警戒区域の設定に係る情報収集に関すること 

  7. 広域応援の受入れに関すること 

 8．工作部内の応援に関すること 

 9. 災害援護部の応援に関すること 

 10. 交通規制の実施に関すること 

 11．輸送路の確保に関する情報交換及び協力体制の

  確立に関すること 

 12．道路復旧等に係る資機材等の調達に関すること 

土木下水道建設課 

（道路設計係、道

路工事係を除く） 

下水道管理課 

下水道施設課 

 

工 

 

作 

 

部 

 

 

土木下水道部 

建築都市部 

環境部 

 

 

◎土木下水道部長 

○土木下水道部理

 事 

○建築都市部長 

○建築都市部理事 

 兼建築指導室

 長 

○環境部公園み

どり推進課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

下水対策班 

（土木下水道部次長） 

下水道維持課 

  1. 災害初期の救出業務に関すること 

  2. 土木下水道部内施設の被害調査及び応急対策、

災害復旧に関すること 

  3. ため池、水路等の障害物除去及び応急対策に関 

  すること 

  4. 防疫業務に関すること 
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猪名川流域 

  下水道事務所 
  5. 災害援護部の応援に関すること 

  6. 土木下水道関係施設の二次災害の防止に関する

こと 

  7. 河川・ため池等の被害情報及び重要水防箇所の 

  調査・監視に関すること 

  8. 水防応急措置に関すること 

  9. 水防関係の応援要請の調整に関すること 

 10. 水門・樋門等の開閉に関すること 

 11. 水防等資機材の調達に関すること 

 12. 土砂崩れ等の危険箇所の点検に関すること 

土木下水道建設課 

（道路設計係、道

路工事係） 

道路管理課 

道路維持課 

土木対策班 

（土木下水道部次長兼

土木下水道建設課

長） 

公園みどり推進課 

  1. 災害初期の救出業務に関すること 

2. 土木下水道部内施設（公園施設、道路、橋梁、樹

木等）の被害調査及び応急対策、災害復旧に関する

こと 

  3. 市管理道路等の応急復旧工事に関すること 

  4. 土木構造物等の応急措置に関すること 

  5. 道路上等の障害物の除去に関すること 

  6. 災害廃棄物の収集・処理に関すること 

  7. 道路の管理に関すること 

  8. 緊急輸送路・交通規制情報の収集に関すること 

  9. 道路交通の確保に関すること 

 10. 輸送路の選定、確保に関すること 

 11. 土砂崩れ等の危険箇所の点検に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つづく 
土木下水道予備班 

（土木下水道部次長） 

用地対策課 1. 工作部内の応援に関すること 
 

 

 

機 

構 

担 当 部 局 

（◎部長○副部長） 

班の名称 

（班   長） 
担当課 事務分掌 

建築都市総務班 

（建築都市部次長） 

住宅課 

（(財)豊中市住宅

協会） 

 1. 建築都市部各課との連絡調整及び工作総務班と 

  の連絡に関すること 

  2. 市営住宅等建築都市部内施設の被害調査、応急 

  対策応急復旧計画のとりまとめ及び報告に関すること 

  3. 災害援護部の応援に関すること 

工作輸送班 

（建築都市部次長兼

建築課長） 

建築課   1. 工作部内の災害復旧資機材及び人員の輸送に関 

  すること 

  2. 住宅の応急修理に関すること 

建築指導室 

 指導課 
宅地調査班 

（建築指導室指導課

長） 建築指導室 

 監察課 

  1. 宅地等の被害調査に関すること 

建築指導室 

 審査課 

都市計画課 

市街地整備室 

 

工 

 

作 

 

部 

 

 

 

 

 

 

 

つづき 

 

土木下水道部 

建築都市部 

環境部 

 

 

◎土木下水道部長 

○土木下水道部理 

事 

○土木下水道部理 

事 

○建築都市部長 

○建築都市部理事 

 兼建築指導室

 長 

○環境部次長 

建築予備班 

（市街地整備室長） 

 

  

  1. 工作部内の応援に関すること 

※地震災害に伴う災害対策本部には、住宅対策部を設置する 
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住宅総務班 

（建築都市部次長） 

住宅課 

（(財)豊中市住宅

協会） 

  1. 住宅対策部内各班との連絡調整及び本部との連 

  絡に関すること 

  2. 各種住宅対策のとりまとめに関すること 

  3. 避難所の要援護者等の応急仮設住宅、公的住宅 

  等への優先入居の措置に関すること 

  4. 被災者の公共住宅等の一時入居に関すること 

  5. 市営住宅等の被害調査に関すること 

  6. 住宅対策の総合調整及び管理に関すること 

建築指導室 

 指導課 

建築指導室 

 審査課 

住宅相談班 

（建築指導室指導課

長） 

建築指導室 

 監察課 

 1. 被災建物の建替・修理相談に関すること 

  2. 被災建物の応急危険度判定調査に関すること 

  3. 応急危険度判定士の応援要請に関すること 

  4. 建築物の立入禁止、避難対策に関すること 

  5. 宅地等の被害調査、土砂崩れ等の危険箇所の点 

  検に関すること 

  6. 被災建築物に対する指導・相談に関すること 

  7. 避難勧告・指示に係る事前調査に関すること 

応急対策班 

（建築都市部次長兼

建築課長） 

建築課 1. 被災住宅の応急対策に関すること 

2. 住宅相談班の応援に関すること 

住宅等斡旋班 

（用地対策課長） 

用地対策課 1． 応急仮設住宅建設用地の確保に関すること 
2．被災者入居用民間住宅の確保及び斡旋に関す

ること 

3． 住宅相談班の応援に関すること 
都市計画課 

市街地整備室 

 

住 

 

宅 

 

対 

 

策 

 

部 

建築都市部 

土木下水道部 

 

 

◎建築都市部長 

○建築都市部理事 

 兼建築指導室

 長 

 

住宅応援班 

（市街地整備室長） 

 

 

 

 

 

 1. 再開発区域等の被害状況の調査に関すること 

  2. 区画整理区域等の被害状況の調査に関すること 

  3. 木造賃貸住宅所有者の相談に関すること 

4． 住宅対策部内の応援に関すること 

機 

構 

担 当 部 局 

（◎部長○副部長） 

班の名称 

（班   長） 
担当課 事務分掌 

指揮班 

警備・救助担当 

（警防課長） 

警防課   1. 災害状況の把握に関すること 

  2. 災害防ぎょ活動方針に関すること 

  3. 消防部隊の編成に関すること 

  4. 消防部隊の統括指揮に関すること 

 5. 防災関係機関との連絡調整に関すること 

  6. 応援部隊の運用に関すること 

  7. 災害発生原因の調査に関すること 

  8. その他警備・救助活動に関すること 

指揮班 

救急担当 

（救急課長） 

救急課 1. 災害状況の把握に関すること 

  2. 救急隊の編成に関すること 

  3. 応援部隊の運用に関すること 

  4. その他救急活動に関すること 

 

消 

 

防 

 

部 

 

 

 

 

 

 

 

消防本部 

消防団 

 

 

◎消防長 

○消防本部次長 

 兼予防課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査班 

（消防本部次長兼予

防課長） 

予防課 1. 災害による被害状況の調査に関すること 

  2. 災害現場周辺の住民等への広報に関すること 

  3. 報道機関を対象とする広報に関すること 

  4. その他調査、広報に関すること 
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総務班 

（参事兼消防総務課

長） 

消防総務課   1. 部長の指示・命令の伝達に関すること 

  2. 消防関係施設の被害の取りまとめに関すること 

  3. 警防、広報等の活動に必要な資材、燃料、食糧 

  及び飲料の調達に関すること 

  4. 消防職団員の公務災害補償等に関すること 

  5. その他、他の班に属さないこと 

通信班 

（指令情報課長） 

指令情報課  1. 災害通報の受付処理及び出場指令に関すること 

  2. 消防通信施設及び通信機器の被害調査並びに維 

  持管理に関すること 

  3. 消防署所の車両及び通信機器の点検報告の受理 

  に関すること 

  4. 指揮者等の消防情報など災害概要等集約情報の 

  管理に関すること 

  5. 救急活動支援に係る医療情報管理及び伝達に関 

  すること 

  6. 消防職団員の非常招集発令及び伝達に関するこ 

  と 

  7. 応援協定に基づく参集部隊の無線誘導に関する 

  こと    

北大隊 

（北消防署長） 

北消防署 1. 警防活動の掌理、作戦、指揮運用に関すること 

  2. 参集者の運用に関すること 

  3. 災害現場広報に関すること 

  4. 救急及び救助に関すること 

 5. 自主防災組織等住民組織との連携に関するこ

  と 

6. その他警防活動に関すること 

南大隊 

（南消防署長） 

南消防署 ・業務は北大隊に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団大隊 

（消防団長） 

消防団 1. 災害等の情報収集に関すること 

  2. 火災予防、避難に係る広報に関すること 

  3. 水火災等災害の警戒及び防除に関すること 

  4. 被災者の救助に関すること 

5.地域住民の活動支援に関すること 

機 

構 

担 当 部 局 

（◎部長○副部長） 

班の名称 

（班   長） 
担当課 事務分掌 

避難部各班共通業務 

（炊き出し班は除く） 

  1. 避難所の開設・管理に関すること 

  2. 避難所の閉鎖に関すること 

  3. 避難所運営への避難者の協力依頼に関すること 

  4. 避難所でのプライバシーの保護に関すること 

  5. 避難所での広報に関すること 

  6. 避難誘導に関すること 

 

避 

 

難 

 

部 

 

 

 

 

教育委員会 

健康福祉部 

こども未来部 

建築都市部 

市民生活部 

人権文化部 

総務部 

 

 

避難総務班 

（教育総務室長） 

教育総務室 

 企画総務課 

 教育施設課 

 学務課 

  1. 避難部内各班との連絡調整及び本部との連絡に 

  関すること 

  2. 職員の公務災害補償等に関すること 
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人権教育企画課   3. 被災職員の援助に関すること 

  4. 避難所の開設及び管理にかかる総合調整に関す 

  ること（臨時避難所の指定を含む） 

  5. 全避難所及び避難者用の救助物資のとりまとめ 

  に関すること 

  6. 必要食料の品目、数量の把握及び連絡に関する 

  こと 

  7. 部内各班の避難状況のとりまとめに関すること 

  8. 学用品等の調達及び給与に関すること 

  9. 就学援助費の支給及び保育料の減免措置に関す 

  ること 

 10. 教育施設の被害調査及び応急対策、災害復旧に 

  関すること 

 11. 避難部内各班の被害状況のとりまとめ及び報告 

  に関すること 

炊き出し班 

（学校保健給食課長） 

教育総務室 

 学校給食事務所 

  1. 学校給食の実施に関すること 

  2. 被災者への給食の炊き出しに関すること 

   （原田・服部学校給食センター） 

   （蛍池・原田・島田・庄内南小学校） 

  3. 給食の配送に関すること 

学校教育室 

 学校指導課 

青少年補導センター 

 教育センター 

（庄内少年文化館） 

（千里少年文化館） 

教職員課 

幼児教育課   

教育総務室 

 学校保健給食課 

学校教育避難班 

（学校教育室長） 

 

（幼稚園） 

（小学校） 

（中学校） 

  1. 避難総務班との連絡に関すること 

  2. 園児・児童・生徒の避難計画に関すること 

  3. 応急教育等の実施に関すること 

  4. 学校園と保護者との連絡に関すること 

  5. 休校園処置に関すること 

 6. 園児・児童・生徒の安否確認、保護、健康管 

  理に関すること 

 7. 校園区内の被害状況、通学園路の安全点検に関 

  すること 

  8. 避難所の開設及び管理に関すること 

  9. 避難者の把握及び報告に関すること 

 10. 避難者の誘導に関すること 

 11. 避難部各班の応援に関すること 

生涯学習推進室 

地域教育振興課 

岡町図書館 

（各図書館） 

◎教育委員会事務

局教育次長(総

務担当) 

○教育委員会事務

局教育次長(教

育担当) 

○教育委員会事務

局理事 

○こども未来部長 

○こども未来部 

理事 

○空港対策室長 

○福祉事務所参事 

 兼障害福祉課

長 

○人権文化部参事

兼人権企画課同

和行政担当主幹 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つづく 

生涯学習避難班 

（生涯学習推進室

長） 

中央公民館 

（各公民館） 

  1. 避難総務班との連絡に関すること 

  2. 避難所の開設及び管理に関すること 

  3. 避難者の把握及び報告に関すること 

  4. 避難者の誘導に関すること 

  5. 生涯学習施設及び文化財の被害調査に関するこ 

  と 

  6. 生涯学習施設の応急対策に関すること 

  7. 文化財の保護に関すること 

機 

構 

担 当 部 局 

（◎部長○副部長） 

班の名称 

（班   長） 
担当課 事務分掌 

スポーツ振興避難

班 

（ｽﾎ゚ ﾂー振興課長） 

生涯学習推進室 

 スポーツ振興課 

（各体育館） 

（各温水プール） 

（武道館ひびき） 

  1. 避難総務班との連絡に関すること 

  2. 避難所の開設及び管理に関すること 

  3. 避難者の把握及び報告に関すること 

  4. 避難者の誘導に関すること 

  5. スポーツ振興施設の被害調査に関すること 

  6. スポーツ振興施設の応急対策に関すること 

 

避 

 

難 

 

部 

つづき 

 

教育委員会 

健康福祉部 

こども未来部 

建築都市部 

市民生活部 

人権文化部 
福祉避難班 

（保健室高齢介護

地域福祉課 

（福祉会館） 
  1. 避難総務班との連絡に関すること 
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保健室 

 高齢介護課 

 (老人福祉ｾﾝﾀｰ) 

 (ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ) 

課主幹兼原田老

人福祉センター

長） 

福祉事務所 

 障害福祉課 

 (みのり園) 

 (みずほ園) 

 (おおぞら園) 

 (たちばな園) 

 (障害福祉セン 

 ターひまわり) 

  2. 避難所の開設及び管理に関すること 

  3. 避難者の把握及び報告に関すること 

  4. 避難者の誘導に関すること 

  

   

 

 

 

子育て支援課 

 (母子福祉ｾﾝﾀｰ) 

 (子育て支援ｾﾝﾀｰ) 

保育課 

 (保育所) 

 (あゆみ学園) 

 (しいの実学園) 

こども施設避難班 

（こども未来部次長

兼子育て支援課

長） 

青少年課 

 (青年の家いぶき) 

 1. 避難総務班との連絡に関すること 

  2. 避難所の開設及び管理に関すること 

  3. 避難者の把握及び報告に関すること 

  4. 避難者の誘導に関すること 

  5. 緊急保育対策に関すること 

 

共同利用施設避難

班 

(空港対策室長) 

空港対策室 

（共同利用施設） 
  1. 避難総務班との連絡に関すること 

  2. 避難所の開設及び管理に関すること 

  3. 避難者の把握及び報告に関すること 

  4. 避難者の誘導に関すること 

商工労政課 

（労働会館） 
労働施設避難班 

（商工労政課主幹兼

労働会館長） 市民生活課 

（生活情報セン 

 ターくらしかん） 

  1. 避難総務班との連絡に関すること 

  2. 避難所の開設及び管理に関すること 

  3. 避難者の把握及び報告に関すること 

  4. 避難者の誘導に関すること 

豊中人権まちづく

りセンター 

蛍池人権まちづく

りセンター 

人権文化施設避難

班 

（人権文化部参事兼

人権企画課同和行

政担当主幹） 文化芸術・国際課 

（市民会館） 

（アクア文化ホール） 

（ローズ文化ホール） 

（伝統芸能館）（国

際交流ｾﾝﾀｰ） 

  1. 避難総務班との連絡に関すること 

  2. 保育所等の入所者の保護に関すること 

  3. 避難所の開設及び管理に関すること 

  4. 避難者の把握及び報告に関すること 

  5. 避難者の誘導に関すること 

 

 

総務部 

 

 

◎教育委員会事務

局教育次長(総

務担当) 

○教育委員会事務

局教育次長(教

育担当) 

○教育委員会事務

局理事 

○こども未来部長 

○こども未来部 

理事 

○空港対策室長 

○福祉事務所参事 

 兼障害福祉課

長 

○人権文化部参事

兼人権企画課同

和行政担当主幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他施設避難班 

（財産管理課管財 

 担当主幹） 

財産管理課 

（管財係、明示係） 
 1. 避難総務班との連絡に関すること 

  2. 避難所の開設及び管理に関すること 

  3. 避難者の把握及び報告に関すること 

  4. 避難者の誘導に関すること 

 5．地区会館等の臨時避難所に関すること 

   （自治会館は市民活動課） 

機 

構 

担 当 部 局 

（◎部長○副部長） 

班の名称 

（班   長） 
担当課 事務分掌 

水道総務課  

 

水道局 

 

水道総務班 

（水道局水道総務

課 
お客様センター 

水道窓口課 

  1. 給水部内各班との連絡調整及び本部との連絡 

  に関すること 
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長）    2. 給水部の総務に関すること 

  3. 他機関への連絡調整に関すること 

  4. 広域応援の要請及び受入れに関すること 

  5. 府、自衛隊等の応援要請及び調整に関すること 

  6. 職員の状況把握及び動員指令に関すること 

  7. 庁舎の保全・管理に関すること 

  8. 車両及び応急給水機器の確保に関すること 

  9. 補償等に関すること 

 10. 応急用資機材・食料その他応急物資等の緊急調 

  達に関すること 

 11. 応急復旧資機材の確保に関すること 

 12. 広報・通知等の実働に関すること 

 13. 大口需要家等に対する個別要請及び指導に関す 

  ること 

 14. 苦情等の受付・調整及び処理に関すること 

 15. 応急給水活動の実働に関すること 

 16. 被害調査の実働に関すること 

 17. 需要家との折衝及び調整に関すること 

 18. 各班の応援に関すること 

 19. 特命事項に関すること 

水道広報班 

（水道局経営企画

課長） 

経営企画課   1. 水道関係情報の収集及び記録に関すること 

  2. 議会・市長部局・報道機関等の連絡調整及び協 

  力要請に関すること 

  3. 市民に対する広報等の計画及び指導に関するこ 

  と 

  4. 職員に対する情報等の伝達に関すること 

  5. 応急対策に要した費用の整理に関すること 

  6. 現金の出納事務に関すること 

  7. 応急用資機材等の確保及び出庫に関すること 

  8. 給水所設置の広報に関すること 

お客様センター 

給水装置課 

給 

 

水 

 

部 

 

◎水道局長 

○水道局次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つづく 

給水班 

（水道維持課長） 

水道維持課 

  1. 飲料水の搬送等応急給水の総合指揮に関するこ 

  と 

  2. 応急給水に関すること 

  3. 車両による給水所への飲料水の搬送に関するこ 

  と 

  4. 給水所での給水の実施に関すること 

  5. 仮設給水栓による給水の実施に関すること 

  6. 医療機関、福祉施設等への給水の実施に関する 

  こと 

  7. 給水工事公認業者に対する出動要請に関するこ 

  と 

  8. 簡易専用水道及び他の水源等の活用による給水 

  作業の実施に関すること 

  9. 被害給・配水管等の修理に関すること 

 10. 応急修繕に関する一切の業務に関すること 

 11. 修繕等に関する調整・処理に関すること 

 12 被害給・配水管の破損による漏水等の調査に関

すること 
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機 

構 

担 当 部 局 

（◎部長○副部長） 

班の名称 

（班   長） 
担当課 事務分掌 

水道建設課  

給 

 

水 

 

部 

つづき 

 

水道局 

 

 

◎水道局長 

○水道局次長 

水源班 

（水道局次長兼水道 

建設課長） 
浄水課 

  1. 市内各地区の給・配水計画に関すること 

  2. 復旧方法の調整・策定に関すること 

  3. 監督官庁への連絡及び建設業者への応援依頼・ 

  作業指導に関すること 

  4. 配水管に起因する赤水等発生時の対策処理に関 

  すること 

  5. 流量調整弁等による配水量のコントロールに関 

  すること 

  6. 府営水道との連絡調整に関すること 

  7. 受・配水量の計画・調整に関すること 

  8. 取水・浄水・配水施設の被害調査の実施及び二 

  次災害の防止に関すること 

  9. 取水・浄水・配水場等施設の運転・操作に関す 

  ること 

 10. 取水・浄水・配水場等施設の点検・復旧に関す 

  ること 

 11. 原水・応急給水の水質検査・保全及び薬品管理 

  に関すること 

 

 

※＜各部共通事項＞ 

    1. 広域応援、ボランティア等の受入れ体制の整備に関すること 

    2. 通信手段の確保と情報連絡に関すること 

    3. 市民の要望等の早期解決に関すること  

    4. 公共施設の応急措置に関すること 

 

※＜各部総務担当班の共通事項＞ 

    1. 部内の庶務に関すること 

    2. 各部内の職員への連絡に関すること 

    3. 部内の所管に属する被害情報及び応急対策に関する情報の収集・伝達に関すること 

    4. 所属各班及び各機関と本部との連絡に関すること 

   5. 市民相談窓口への職員の派遣に関すること 
 



　 　　　災害対策本部動員数一覧表 （平成１8年４月現在）

総括部
班名・役職名 担当部局・課名等 災対 平常 合計 初動
総括部長 総務部法務・危機管理担当理事 1 0 1 1
総括部副部長 4 0 4 1
総括部付 2 0 2 2
秘書班 総務部 秘書課 3 2 5 2
総括班 総務部 危機管理室 5 0 5 5

総務部 法務室 9 0 9 5
政策推進部 企画調整室 10 4 14 4
政策推進部 千里ニュータウン再生推進課 4 1 5 3
政策推進部 まちづくり支援課 4 1 5 3
（計） 32 6 38 20

広報班 政策推進部 広報広聴課 5 3 8 2
情報班 人権文化部 市民活動課 3 5 8 7

人権文化部 人権企画課 5 1 6 3
人権文化部 男女共同参画推進課 2 2 4 1
人権文化部 文化芸術・国際課 1 1 2 0
政策推進部 情報政策室 12 7 19 9
（計） 23 16 39 20

総合相談班 環境部 環境政策室 15 7 22 5
建築都市部 開発調整室 5 2 7 3
政策推進部 広報広聴課 3 4 7 1
（計） 23 13 36 9

財政班 財務部 財政課 7 5 12 5
（部　合　計） 100 45 145 62

動員物資補給部
班名・役職名 担当部局・課名等 災対 平常 合計 初動
動員物資補給部長 総務部長 1 0 1 0
動員物資補給部副部長 2 0 2 0
動員物資補給部付 2 0 2 2
総務班 総務部 財産管理課（庁舎管理係、車両管理係） 32 6 38 12

総務部 情報公開課 5 6 11 3
行財政再建対策室 5 2 7 2
（計） 42 14 56 17

職員動員班 総務部 人材育成室 人事課 5 2 7 2
総務部 人材育成室 職員課 9 7 16 2
総務部 人材育成室 職員研修所 3 2 5 1
（計） 17 11 28 5

機動班 収入役室 6 7 13 4
市議会事務局 総務課 2 3 5 1
市議会事務局 議事課 4 3 7 2
選挙管理委員会事務局 6 1 7 3
監査委員事務局 4 2 6 0
（計） 22 16 38 10

物資等調達班 総務部 契約検査室 8 3 11 3
（部　合　計） 94 44 138 37

調査部
班名・役職名 担当部局・課名等 災対 平常 合計 初動
調査部長 財務部長 1 0 1 1
調査部副部長 1 0 1 1
調査部付 2 0 2 0
調査総務班 財務部 納税管理課（税制係､証明係） 9 2 11 2
家屋調査班 財務部 納税管理課(税制係､証明係を除く) 39 5 44 17

財務部 市民税課 21 12 33 10
財務部 固定資産税課 34 13 47 8
（計） 94 30 124 35
（部　合　計） 107 32 139 39
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市民部
班名・役職名 担当部局・課名等 災対 平常 合計 初動
市民部長 市民生活部長 1 0 1 0
市民部副部長 2 0 2 0
市民部付 2 0 2 2
市民総務班 市民生活部 市民生活課（くらしかんを除く） 5 7 12 2
救援物資班 市民生活部 市民課 22 25 47 18
経済班 市民生活部 商工労政課  (労働係を除く) 7 4 11 4

農業委員会事務局 2 3 5 1
（計） 9 7 16 5

市民班 市民生活部 庄内出張所 5 6 11 4
市民生活部 新千里出張所 3 7 10 4
（計） 8 13 21 8
（部　合　計） 49 52 101 35

災害援護部
班名・役職名 担当部局・課名等 災対 平常 合計 初動
災害援護部長 健康福祉部長 1 0 1 0
災害援護部副部長 1 0 1 0
災害援護部付 2 0 2 0
災害援護総務班 健康福祉部 地域福祉課（福祉会館を除く） 9 6 15 9
援護班 健康福祉部 福祉事務所 生活福祉課 27 32 59 36

健康福祉部 福祉事務所 障害福祉課 10 15 25 12
健康福祉部 保険室 高齢介護課 12 23 35 17
（計） 49 70 119 65

保険班 健康福祉部 保険室 保険給付課 12 14 26 12
健康福祉部 保険室 保険資格課 17 26 43 18
（計） 29 40 69 30
（部　合　計） 91 116 207 104

廃棄物対策部
班名・役職名 担当部局・課名等 災対 平常 合計 初動
廃棄物対策部長 環境部長 1 0 1 1
廃棄物対策部副部長 1 0 1 1
廃棄物対策部付 2 0 2 2
廃棄物対策総務班 環境部 廃棄物対策室 減量推進課 13 2 15 3

環境部 廃棄物対策室 美化推進課(美化推進係) 5 2 7 0
（計） 18 4 22 3

業務班 環境部 廃棄物対策室 美化推進課(環境美化係) 11 3 14 3
環境部 中部環境センター 94 7 101 19
環境部 南部環境センター 54 5 59 9
環境部 北部環境センター 90 7 97 19
（計） 249 22 271 50
（部　合　計） 271 26 297 57

医療救護部
班名・役職名 担当部局・課名等 災対 平常 合計 初動
医療救護部長 市立豊中病院長 1 0 1 1
医療救護部副部長 1 0 1 0
医療救護部付 2 0 2 0
医務・薬局 市立豊中病院 医務局 13 5 18 3

市立豊中病院 中央診療局 8 10 18 8
市立豊中病院 健診センター 0 0 0 0
市立豊中病院 診療情報管理室 1 1 2 0
市立豊中病院 地域医療室 5 2 7 4
市立豊中病院 医療情報室 0 0 0 0
市立豊中病院 医療安全管理室 2 3 5 3
市立豊中病院 薬剤部 10 11 21 4
市立豊中病院 看護部 22 47 69 48
（計） 61 79 140 70

事務局 市立豊中病院 事務局 病院管理課 5 8 13 5
市立豊中病院 事務局 経営企画室 8 9 17 5
市立豊中病院 事務局 栄養管理課 12 17 29 8
（計） 25 34 59 18

医療･衛生･救助班 健康福祉部 健康づくり推進課 21 29 50 20
（部　合　計） 111 142 253 109
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工作部
班名・役職名 担当部局・課名等 災対 平常 合計 初動
工作部長 土木下水道部長 1 0 1 0
工作部副部長 4 0 4 2
工作部付 2 0 2 1
工作総務班 土木下水道部 土木下水道総務課 15 5 20 13
下水対策班 土木下水道部 土木下水道建設課（道路設計係、道路工事係を除く） 16 0 16 5

土木下水道部 下水道管理課 26 0 26 7
土木下水道部 下水道施設課 54 1 55 13
土木下水道部 下水道維持課 43 5 48 20
土木下水道部 猪名川流域下水道事務所 61 1 62 23
（計） 200 7 207 68

土木対策班 土木下水道部 土木下水道建設課（道路設計係、道路工事係） 21 0 21 7
土木下水道部 道路管理課 37 0 37 12
土木下水道部 道路維持課 41 1 42 15
環境部 公園みどり推進課 35 1 36 12
（計） 134 2 136 46

土木下水道予備班 土木下水道部 用地対策課 29 0 29 6
（計） 29 0 29 6

建築都市総務班 建築都市部 住宅課 6 2 8 3
 （財）豊中市住宅協会 7 0 7 3
（計） 13 2 15 6

工作輸送班 建築都市部 建築課 19 4 23 12
宅地調査班 建築都市部 建築指導室 指導課 16 6 22 8

建築都市部 建築指導室 監察課  8 0 8 2
（計） 24 6 30 10

建築予備班 建築都市部 建築指導室 審査課 8 3 11 6
建築都市部 都市計画課   9 2 11 4
建築都市部 市街地整備室 15 3 18 10
（計） 32 8 40 20
（部　合　計） 473 34 507 184

消防部
班名・役職名 担当部局・課名等 災対 平常 合計 初動
消防部長 消防長 1 0 1 1
消防部副部長 1 0 1 1
消防部付 2 0 2 2
指揮班・警備・救助担当消防本部 警防課 7 0 7 7
指揮班・救急担当 消防本部 救急課 6 0 6 6
調査班 消防本部 予防課 9 0 9 9
総務班 消防本部 消防総務課 21 2 23 22
通信班 消防本部 指令情報課 36 0 36 36
北大隊 消防本部 北消防署 197 0 197 197
南大隊 消防本部 南消防署 115 0 115 115

（部　合　計） 395 2 397 396

避難部
班名・役職名 担当部局・課名等 災対 平常 合計 初動
避難部長 教育委員会事務局教育次長（総務担当） 1 0 1 0
避難部副部長 7 0 7 0
避難部付 5 0 5 1
避難総務班 [教育] 教育総務室 企画総務課 9 2 11 5

[教育] 教育総務室 教育施設課 14 1 15 4
[教育] 教育総務室 学務課 4 1 5 2
[教育] 人権教育企画課 3 3 6 1
（計） 30 7 37 12

炊き出し班 [教育] 教育総務室 学校給食事務所 2 1 3 1
[教育] （原田学校給食センター）　　 38 0 38 11
[教育] （服部学校給食センター） 25 0 25 9
[教育] （給食関係小学校） 12 0 12 6
（計） 77 1 78 27
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学校教育避難班 [教育] 学校教育室 学校指導課 5 5 10 4
[教育] 学校教育室 幼児教育課 1 6 7 5
[教育] 学校教育室 教職員課 3 1 4 2
[教育] 学校教育室 教育センター 5 6 11 2
[教育] 教育総務室 学校保健給食課 3 2 5 1
[教育] （庄内少年文化館） 1 2 3 1
[教育] （千里少年文化館） 1 2 3 1
[教育] （青少年補導センター） 2 2 4 0
[教育] 学校教育部 （幼稚園） 70 0 70 12
[教育] 学校教育部 （小学校） 82 0 82 82
[教育] 学校教育部 （中学校） 36 0 36 36
[教育] （小・中学校避難所責任者） 59 0 59 0
（計） 268 26 294 146

生涯学習避難班 [教育] 生涯学習推進室 地域教育振興課 4 4 8 3
[教育] 生涯学習推進室 岡町図書館 8 11 19 6
[教育] 生涯学習推進室 （服部図書館）　 0 4 4 2
[教育] 生涯学習推進室 （庄内図書館） 5 4 9 6
[教育] 生涯学習推進室 （庄内幸町図書館） 　 1 1 2 1
[教育] 生涯学習推進室 （高川図書館）　 1 4 5 2
[教育] 生涯学習推進室 （千里図書館） 4 5 9 2
[教育] 生涯学習推進室 （東豊中図書館）　 2 2 4 3
[教育]生涯学習推進室 （野畑図書館） 5 8 13 3
[教育]生涯学習推進室 （蛍池図書館） 0 4 4 0
[教育] 生涯学習推進室 中央公民館 　 5 1 6 1
[教育] 生涯学習推進室 （蛍池公民館） 　 2 0 2 0
[教育] 生涯学習推進室 （庄内公民館） 　 3 1 4 0
[教育] 生涯学習推進室 （千里公民館） 　 3 1 4 0
（計） 43 50 93 29

ｽﾎﾟｰﾂ振興避難班 [教育] 生涯学習推進室 スポーツ振興課 9 1 10 4
財団法人 豊中市スポーツ振興事業団 （体育館） 5 0 5 2
財団法人 豊中市スポーツ振興事業団 （温水プール） 0 0 0 0
財団法人 豊中市スポーツ振興事業団（武道館ひびき） 2 0 2 1
財団法人 豊中市スポーツ振興事業団事務局 3 0 3 3
（計） 19 1 20 10

福祉施設避難班 健康福祉部 地域福祉課 (福祉会館) 1 0 1 1
健康福祉部 （老人福祉センター） 4 12 16 6
健康福祉部 （老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ） 0 0 0 0
健康福祉部 （みのり園 ） 2 12 14 8
健康福祉部 （みずほ園 ） 3 5 8 4
健康福祉部 （おおぞら園） 2 5 7 3
健康福祉部 （たちばな園） 4 9 13 7
健康福祉部  （障害福祉センターひまわり） 4 9 13 6
（計） 20 52 72 35

こども施設避難班 こども未来部 子育て支援課 5 11 16 7
こども未来部 （母子福祉センター） 1 1 1
こども未来部 （子育て支援センター） 3 2 5 3
こども未来部 （地域子育て支援センター） 7 7 3
こども未来部 保育課 5 18 23 11
こども未来部 （保育所） 42 42 33
こども未来部 （あゆみ学園） 2 21 23 6
こども未来部 （しいのみ学園） 2 21 23 6
こども未来部 青少年課 6 7 13 4
（計） 66 87 153 74

共同利用施設避難班 建築都市部 空港対策室 8 0 8 4
労働施設避難班 市民生活部 商工労政課 （労働会館）　　 2 2 4 2

市民生活部 市民生活課（生活情報センターくらしかん） 4 5 9 4
（計） 6 7 13 6

人権文化施設避難班 人権文化部 豊中人権まちづくりセンター 3 10 13 6
人権文化部 蛍池人権まちづくりセンター 3 9 12 7
人権文化部 文化芸術・国際課 3 1 4 2
人権文化部 （市民会館・アクア文化ホール） 6 2 8 2
人権文化部 （ローズ文化ホール） 1 2 3 2
人権文化部 （伝統芸能館） 1 3 4 1
人権文化部 （国際交流センター） 2 0 2 1
（計） 19 27 46 21

その他施設避難班 総務部 財産管理課（管財係、明示係） 16 2 18 5
（部　合　計） 585 260 845 370
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給水部
班名・役職名 担当部局・課名等 災対 平常 合計 初動
給水部長 水道局長 1 0 1 1
給水部副部長 1 0 1 1
給水部付 2 0 2 0
水道総務班 水道局 水道総務課 5 10 15 4

水道局 お客さまセンター 水道窓口課 9 10 19 9
（計） 14 20 34 14

水道広報班 水道局 経営企画課 8 4 12 7
給水班 水道局 お客さまセンター 給水装置課 8 8 16 7

水道局 水道維持課 26 11 37 20
（計） 34 19 53 27

水源班 水道局 水道建設課 6 12 18 5
水道局 浄水課 8 17 25 7
（計） 14 29 43 13
（部　合　計） 74 72 146 63

災対本部合計 2,350 825 3,175 1,456

＜　参　考　＞

住宅対策部
班名・役職名 担当部局・課名等 災対 平常 合計 初動
住宅対策部長 建築都市部長 1 0 1 1
住宅対策部副部長 1 0 1 1
住宅対策部付 2 0 2 2
住宅総務班 建築都市部 住宅課 6 2 8 3

 （財）豊中市住宅協会 7 0 7 3
（計） 13 2 15 6

住宅相談班 建築都市部 建築指導室 指導課 16 6 22 8
建築都市部 建築指導室 審査課 8 3 11 6
建築都市部 建築指導室 監察課 8 0 8 2
（計） 32 9 41 16

応急対策班 建築都市部 建築課 19 4 23 12
住宅等斡旋班 土木下水道部 用地対策課 0
住宅応援班 建築都市部 都市計画課 9 2 11 4

建築都市部 市街地整備室 15 3 18 10
（計） 24 5 29 14
（部　合　計） 92 20 112 52
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資料:地震応急-５

計測震度 震度階級 人間 屋内の状況 屋外の状況 木造建物
鉄筋コンクリー
ト造建物

ライフライン

0
人は揺れを感じない。

1
屋内にいる人の一部が、
わずかな揺れを感じる。

2

屋内にいる人の多くが、
揺れを感じる。眠ってい
る人の一部が、目を覚ま
す｡

電灯などのつり下
げ物が、わずかに
揺れる。

3

屋内にいる人のほとんど
が、揺れを感じる。恐怖
感を覚える人もいる。

棚にある食器類
が、音を立てるこ
とがある。

電線が少し揺れる。

4

かなりの恐怖感があり、
一部の人は、身の安全を
図ろうとする。眠ってい
る人のほとんどが、目を
覚ます。

つり下げ物は大き
く揺れ､棚にある
食器類は音を立て
る。座りの悪い置
物が、倒れること
がある。

電線が大きく揺れる。歩
いている人も揺れを感じ
る。自動車を運転してい
て、揺れに気付く人がい
る。

気象庁震度階級関連解説表

　震度は、地震動の強さの程度を表すもので、震度計を用いて観測します。この「気象庁震度階級関連解説表」は、ある震度が観測された場合、その周辺で実際にどのような現
象や被害が発生するかを示すものです。この表を使用される際は、以下の点にご注意下さい。
(1) 気象庁が発表する震度は、震度計による観測値であり、この表に記述される現象から決定するものではありません。
(2) 震度が同じであっても、対象となる建物、構造物の状態や地震動の性質によって、被害が異なる場合があります。この表では、ある震度が観測された際に通常発生する現象
を記述していますので、これより大きな被害が発生したり、逆に小さな被害にとどまる場合もあります。
(3) 地震動は、地盤や地形に大きく影響されます。震度は、震度計が置かれている地点での観測値ですが、同じ市町村であっても場所によっては震度が異なることがあります。
また、震度は通常地表で観測していますが、中高層建物の上層階では一般にこれより揺れが大きくなります。
(4) 大規模な地震では長周期の地震波が発生するため、遠方において比較的低い震度であっても、エレベーターの障害、石油タンクのスロッシングなどの長周期の揺れに特有な
現象が発生することがあります。
(5) この表は、主に近年発生した被害地震の事例から作成したものです。今後、新しい事例が得られたり、構造物の耐震性の向上などで実状と合わなくなった場合には、内容を
変更することがあります。
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計測震度 震度階級 人間 屋内の状況 屋外の状況 木造建物
鉄筋コンクリー
ト造建物

ライフライン

５弱

多くの人が、身の安全を
図ろうとする。一部の人
は、行動に支障を感じ
る。

つり下げ物は激し
く揺れ､棚にある
食器類、書棚の本
が落ちることがあ
る。座りの悪い置
物の多くが倒れ、
家具が移動するこ
とがある。

窓ガラスが割れて落ちる
ことがある。電柱が揺れ
るのがわかる。補強され
ていないブロック塀が崩
れることがある。道路に
被害が生じることがあ
る｡

耐震性の低い住宅
では、壁や柱が破
損するものがあ
る。

耐震性の低い建物
では、壁などに亀
裂が生じるものが
ある。

安全装置が作動し、ガス
が遮断される家庭があ
る｡まれに水道管の被害
が発生し、断水すること
がある。［停電する家庭
もある｡］

５強

非常な恐怖を感じる。多
くの人が、行動に支障を
感じる。

棚にある食器類、
書棚の本の多くが
落ちる。テレビが
台から落ちること
がある。タンスな
ど重い家具が倒れ
ることがある。変
形によりドアが開
かなくなることが
ある。一部の戸が
外れる。

補強されていないブロッ
ク塀の多くが崩れる。据
え付けが不十分な自動販
売機が倒れることがあ
る。多くの墓石が倒れ
る。自動車の運転が困難
となり、停止する車が多
い。

耐震性の低い住宅
では、壁や柱がか
なり破損したり、
傾くものがある。

耐震性の低い建物
では、壁、梁（は
り）、柱などに大
きな亀裂が生じる
ものがある｡耐震
性の高い建物で
も、壁などに亀裂
が生じるものがあ
る。

家庭などにガスを供給す
るための導管、主要な水
道管に被害が発生するこ
とがある。
［一部の地域でガス、水
道の供給が停止すること
がある。］

６弱

立っていることが困難に
なる。

固定していない重
い家具の多くが移
動、転倒する｡ 開
かなくなるドアが
多い｡

かなりの建物で、壁のタ
イルや窓ガラスが破損、
落下する。

耐震性の低い住宅
では、倒壊するも
のがある。耐震性
の高い住宅でも、
壁や柱が破損する
ものがある。

耐震性の低い建物
では、壁や柱が破
壊するものがあ
る。耐震性の高い
建物でも壁、梁
（はり）、柱など
に大きな亀裂が生
じるものがある。

家庭などにガスを供給す
るための導管、主要な水
道管に被害が発生する。
［一部の地域でガス、水
道の供給が停止し、停電
することもある。］

６強

立っていることができ
ず､はわないと動くこと
ができない。

固定していない重
い家具のほとんど
が移動、転倒す
る。戸が外れて飛
ぶことがある。

多くの建物で、壁のタイ
ルや窓ガラスが破損、落
下する。補強されていな
いブロック塀のほとんど
が崩れる。

耐震性の低い住宅
では、倒壊するも
のが多い。耐震性
の高い住宅でも、
壁や柱がかなり破
損するものがあ
る。

耐震性の低い建物
では、倒壊するも
のがある。耐震性
の高い建物でも、
壁､柱が破壊する
ものがかなりあ
る。

ガスを地域に送るための
導管、水道の配水施設に
被害が発生することがあ
る。[一部の地域で停電
する｡広い地域でガス、
水道の供給が停止するこ
とがある。]

7

揺れにほんろうされ、自
分の意志で行動できな
い｡

ほとんどの家具が
大きく移動し、飛
ぶものもある｡

ほとんどの建物で、壁の
タイルや窓ガラスが破
損､落下する。補強され
ているブロック塀も破損
するものがある。

耐震性の高い住宅
でも、傾いたり、
大きく破壊するも
のがある。

耐震性の高い建物
でも、傾いたり、
大きく破壊するも
のがある。

［広い地域で電気、ガ
ス､水道の供給が停止す
る｡］

＊ライフラインの［］内の事項は、電気、ガス、水道の供給状況を参考として記載したものである。

　4.5

　5.5

　6.5

　5.0

　6.0
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(平成8年2月)

地盤・斜面

　震度は、地震動の強さの程度を表すもので、震度計を用いて観測します。この「気象庁震度階級関連解説表」は、ある震度が観測された場合、その周辺で実際にどのような現

(2) 震度が同じであっても、対象となる建物、構造物の状態や地震動の性質によって、被害が異なる場合があります。この表では、ある震度が観測された際に通常発生する現象

(3) 地震動は、地盤や地形に大きく影響されます。震度は、震度計が置かれている地点での観測値ですが、同じ市町村であっても場所によっては震度が異なることがあります。

(4) 大規模な地震では長周期の地震波が発生するため、遠方において比較的低い震度であっても、エレベーターの障害、石油タンクのスロッシングなどの長周期の揺れに特有な

(5) この表は、主に近年発生した被害地震の事例から作成したものです。今後、新しい事例が得られたり、構造物の耐震性の向上などで実状と合わなくなった場合には、内容を
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地盤・斜面

大きな地割
れ、地すべり
や山崩れが発
生し、地形が
変わることも
ある。

＊ライフラインの［］内の事項は、電気、ガス、水道の供給状況を参考として記載したものである。

地割れや山崩
れなどが発生
することがあ
る。

軟弱な地盤
で、亀裂が生
じることがあ
る。山地で落
石、小さな崩
壊が生じるこ
とがある。

98



 
97 

資料：地震応急－６ 

         大阪管区気象台が発表する気象予警報等（注意報）                                                                         
 気象現象等により府域に被害が予想される場合、住民及び関係機関の注意を喚起するために発表する。 

 

    種      類        発 表 基 準                                     

  

 

 
風雪注意報

 

 風雪によって災害が起こるおそれがあると予想される場合で、具体 

 的には次の条件に該当する場合である。 

   雪を伴い、平均風速が陸上で12m/s 以上、海上で15m/s 以上に 

   なると予想される場合 

  気象注意報 
 

 

 
強風注意報

 

 強風によって災害が起こるおそれがあると予想される場合で、具体 

 的には次の条件に該当する場合である。 

   平均風速が陸上で12m/s 以上、海上で15m/s 以上になると予想 

   される場合 

 

 

 

 大雨注意報 

 大雨によって災害が起こるおそれがあると予想される場合で、具体 

 的には次のいずれかの条件に該当する場合である。 

   ①１時間雨量が20㎜以上になると予想される場合、ただし、総 

    雨量が50㎜以上になると予想される場合 

   ②３時間雨量が40㎜以上になると予想される場合 

   ③24時間雨量が70㎜以上なると予想される場合 

 

 

 
大雪注意報

 

 大雪によって災害が起こるおそれがあると予想される場合で、具体 

 的には次の条件に該当する場合である。 

   24時間の降雪の深さが平地で５㎝以上、山地で20㎝以上になる 

   と予想される場合 

 

 

 
濃霧注意報

 

 濃霧によって交通機関等に著しい支障が生じるおそれがあると予想 

 される場合で、具体的には次の条件に該当する場合である。 

   視程が陸上100    ｍ以下（※1  ）、海上で500    ｍ以下になると予 

   想される場合 

 

 

 

 

 一     

  

  

 般     

  

  

 の     

  

  

 利     

  

  

 用     

  

  

 に     

  

  
  

 

 雷 注 意 報            落雷等により被害が予想される場合 

 

 

 
乾燥注意報

 

 空気が乾燥し火災の危険が大きいと予想される場合で、具体的には 

 次の条件に該当する場合である。 

   実効湿度が60％以下（※1  ）、最小湿度が40％以下になると予 

   想される場合 

 

 

 な だ れ           

 注 意 報           

 なだれによって災害が起こるおそれがあると予想される場合で、具 

 体的は次のいずれかの条件に該当する場合である。 

   ①積雪の深さが20㎝以上あり、降雪の深さが30㎝以上になると 

    予想される場合 

   ②積雪の深さが50㎝以上あり、最高気温が10℃以上（注1  ）又 

    はかなりの降雨が予想される場合 

 

 

 
着雪注意報

 

 着雪によって通信線や送電線等に災害が起こるおそれがあると予想 

 される場合で、具体的には次の条件に該当する場合である。 

   24時間の降雪の深さが平地で20㎝以上、山地で40㎝以上あり、 

   気温が＋２℃～－２℃になると予想される場合 

 適 

 

 

 合     

  

  

 す     

  

  

 る     

  

  

 も     

  

  

 の     

(つづく)
 
 （つづく）

 

 

 

 

 

 
霜 注 意 報
           

 4  月15日以降の晩霜によって農作物等に著しい災害が起こるおそれ 

 があると予想される場合で、具体的には次の条件に該当する場合で 

 ある。 

   最低気温が４℃以下になると予想される場合 
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 （つづき）
 

 気象注意報 

 

 低温注意報 

 低温によって農作物等に著しい災害が起こるおそれがあると予想さ 

 れる場合で、具体的には次の条件に該当する場合である。 

   最低気温が－５℃以下になると予想される場合 

 地 面 現 象           

 注 意 報           
 
地 面 現 象
           

 
注 意 報
           

 大雨、大雪等による山崩れ、地すべり等によって災害が起こるおそ 

 れがあると予想される場合 

 

 高 潮           

 注 意 報           

 

 

 
高潮注意報

 

 台風等による海面の異常上昇について一般に注意を喚起する必要が 

 ある場合で、具体的には次の条件に該当する場合である。 

   潮位が東京湾平均海面（T.P）      上1.5    ｍ以上になると予想される 

   場合 

 

 
波 浪
           

 
注 意 報
           

 

 波浪注意報 

 風浪、うねり等によって災害が起こるおそれがあると予想される場 

 合で、具体的には次の条件に該当する場合である。 

   有義波高が1.5 ｍ以上になると予想される場合 

 浸水注意報 
 
浸水注意報

 

  
（※2

  
）
 

 浸水によって災害が起こるおそれがあると予想される場合 

(つづき)
 

 

 

 

 

 

 一     

 般     

 の     

 利     

 用     

 に     

 適     

 合     

 す     

 る     

 も     

 の      

 

 洪水注意報 

 

 

 洪水注意報 

 洪水によって災害が起こるおそれがあると予想される場合で、具体 

 的には次のいずれかの条件に該当する場合である。 

   ①１時間雨量が20㎜以上になると予想される場合、ただし、総

雨量が50㎜以上になると予想される場合 

   ②３時間雨量が40㎜以上になると予想される場合 

   ③24時間雨量が 70㎜以上になると予想される場合 
 水防活動用 

 気象注意報 

 

 
大雨注意報

 

 

 
一般の利用に適合する大雨注意報と同じ。

 

 水防活動用 

 高潮注意報 

 

 
高潮注意報

 

 

 
一般の利用に適合する高潮注意報と同じ。

 

 

 (※3) 

 水に 

 防適 

 活合 

 動す 

 のる 
   

 

  利も 

 用の 

 水防活動用 

 洪水注意報 

 

 
洪水注意報

 

 

 
一般の利用に適合する洪水注意報と同じ。

 

 

 

 注１： 発表基準欄に記載した数値は、大阪府における過去の災害発生頻度と気象条件との関係を調 

    査して決めたものであり、気象要素によって災害発生を予想する際のおおむねの目安である。 

  ２： 注意報・警報は、その種類にかかわらず解除されるまで継続される。また、新たな注意報・ 

    警報が発表されるときは、これまで継続中の注意報・警報は自動的に解除又は更新されて、新 

    たな注意報・警報に切り替えられる。（気象庁予報警報規程第３条） 

  ３： ※1  は、気象官署の値。 

     ※2  は、表題を出さないで気象注意報・警報に含めて行う。（気象庁予報警報規程第12条） 

     ※3  は、一般の利用に適合する大雨、高潮、洪水の各注意報・警報に代えて行い、水防活動 

    用の語は用いない。 
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資料：地震応急－７ 

         大 阪 管 区 気 象 台 が 発 表 す る 気 象 予 警 報 等 （ 警 報 ）                                                                            
 気象現象等により府域に重大な被害が予想される場合、住民及び関係機関の警戒を促すために発表する。 

    種      類        発 表 の 基 準                                         

 

 

 
暴 風 警 報
           

 暴風によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合で、 

 具体的には次の条件に該当する場合である。 

  平均風速が陸上で20m/s 以上、海上で25m/s 以上になると予想さる

場合 

 

 

 
暴風雪警報

 

 暴風雪によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合で 

 具体的には次の条件に該当する場合である。 

  雪を伴い平均風速が陸上で20m/s 以上、海上で25m/s 以上になると 

  予想される場合 

 

 

 

 大 雨 警 報           

 大雨によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合で、 

 具体的には次のいずれかの条件に該当する場合である。 

   ①１時間雨量が40㎜以上になると予想される場合、ただし、総雨 

    量が 100㎜以上になると予想される場合 

   ②３時間雨量が70㎜以上になると予想される場合 

   ③24時間雨量が北大阪で160 ㎜以上、東部大阪・大阪市・南河内

・泉州で130㎜以上になると予想される場合 

 

 

 

 

 気 象 警 報           

大 雪 警 報
           

 大雪によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合で、 

 具体的には次の条件に該当する場合である。 

   24時間の降雪の深さが平地で20㎝以上、山地で40㎝以上になると 

   予想される場合 

地 面 現 象           

警 報           
 
地 面 現 象
           

 
警 報
           

 大雨、大雪等による山崩れ、地すべり等によって重大な災害が起こる 

 おそれがあると予想される場合 

 

 

 

 

 

 一     

  

  

 般     

  

  

 の     

  

  

 利     

  

  

 用     

  

  

 に     

  

  

 適     

  

  

 

 高 潮 警 報           

 

 高 潮 警 報           

 台風等による海面の異常上昇によって重大な災害が起こるおそれがあ 

 ると予想される場合で、具体的には次の条件に該当する場合である。 

 

     潮位が東京湾平均海面（T.P）      上2.2m以上になると予想される場合 

 

 波 浪 警 報           

 

 波 浪 警 報           

 風浪、うねり等によって重大な災害が起こるおそれがあると予想され 

 る場合で具体的には次の条件に該当する場合である。 

   有義波高が3.0 ｍ以上になると予想される場合 

 浸 水 警 報           
 
浸 水 警 報
           

  
（※２）

 

 浸水によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合 

 す     

  

  

 る     

  

  

 も     

  

  

 の     
 

 

 

 洪 水 警 報           

 

 

 

 洪 水 警 報           

 洪水によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合で、 

 具体的には次のいずれかの条件に該当する場合である。 

   ①１時間雨量が40㎜以上になると予想される場合。ただし、総雨 

    量が100    ㎜以上になると予想される場合 

   ②３時間雨量が70㎜以上になると予想される場合 

   ③24時間雨量が北大阪で160㎜以上、東部大阪・大阪市・南河内・

泉州で130㎜以上になると予想される場合 

 水防活動用 

 気 象 警 報           

 

 
大 雨 警 報
           

 

 
一般の利用に適合する大雨警報と同じ。

 

 水防活動用 

 高 潮 警 報           

 

 
高 潮 警 報
           

 

 
一般の利用に適合する高潮警報と同じ。

 

 

 (※3) 

 水に 

 防適 

 活合 

 動す 

 のる 

 利も 

 用の 

 水防活動用 

 洪 水 警 報           

 

 
洪 水 警 報
           

 

 
一般の利用に適合する洪水警報と同じ。

 

 

 

 注１： 発表基準欄に記載した数値は、大阪府における過去の災害発生頻度と気象条件との関係を調 

    査して決めたものであり、気象要素によって災害発生を予想する際のおおむねの目安である。 

  ２： 注意報・警報は、その種類にかかわらず解除されるまで継続される。また、新たな注意報・ 

    警報が発表されるときは、これまで継続中の注意報・警報は自動的に解除又は更新されて、新 

    たな注意報・警報に切り替えられる。（気象庁予報警報規程第３条） 

  ３： ※2  は、表題を出さないで気象注意報・警報に含めて行う。（気象庁予報警報規程第12条） 

     ※3  は、一般の利用に適合する大雨、高潮、洪水の各注意報・警報に代えて行い、水防活動 

    用の語は用いない。 



資料：地震応急－８ 

 

 

 

 

 

 

大阪管区気象台及び近畿地方整備局が共同して発表する淀川洪水予報 

 

 

 
 

  種   類        発 表 基 準                            備   考 

淀川洪水注意報
 
  淀川の対象量水標の水位が、警戒水位を突破するお

それがあるとき。 

 警報水位 

 （枚方）4.59ｍ 

淀川洪水警報
               

淀川流域に破堤、氾濫等により、国民経済上重大な

損害のおそれがあるとき。 

 

 

淀川洪水情報
               

   淀川の洪水注意報及び洪水警報以外に、関係官公署

又は一般等に知らせる必要があるとき、又は淀川の洪

水警報、洪水注意報の補足説明もしくは軽微な修正を

内容とするとき。 
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大阪管区気象台及び近畿地方整備局が共同して発表する猪名川洪水予報 

 

 

 

  

種 類 発 表 基 準 備 考 

 

猪名川洪水注意報 

猪名川洪水注意報は、小戸水位観測所の水位が警戒

水位を超え、さらに上昇する恐れがあるとき、又は

警戒水位を超える洪水となることが予想されるとき

発表する。 

小戸水位観測所 

警戒水位 2.50ｍ 

 

猪名川洪水警報 

猪名川洪水警報は、小戸水位観測所の水位が危険水

位程度、もしくは危険水位を超える洪水となる恐れ

があるとき発表する。 

小戸水位観測所 

危険水位 4.00ｍ 

 

猪名川洪水情報 

猪名川の洪水注意報及び洪水警報以外に、関係官公

署又は一般等に知らせる必要があるとき、又は猪名

川の洪水注意報、洪水警報の補足説明もしくは軽微

な修正を必要とするとき発表する。 
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大阪管区気象台及び大阪府西大阪治水事務所が 

共同して発表する神崎川洪水予報 

 

 

【神崎川洪水予報】 

種 類 発 表 基 準 備 考 

 

 

 

神崎川洪水予報 

１ 神崎川洪水予報は、基準流域の実況４時間

＋予測２時間の６時間雨量が100mm以上、また

は実況２時間が30mm以上。 

２ 三国観測所の水位が通報水位を超え、かつ

上昇の恐れがあるとき。 

３ 洪水予報の必要が認められ、一方から要求

があったとき。 

・基準流域 

千歳橋上流域 

・三国観測所 

通報水位 3.00ｍ 

 

神崎川洪水注意報 

神崎川洪水注意報は、三国観測所の水位が警戒

水位を超える洪水となることが予想されるとき

発表する。 

三国観測所 

警戒水位 3.80ｍ 

 

神崎川洪水警報 

神崎川洪水警報は、三国観測所の水位が危険水

位程度若しくは危険水位を超える洪水となるこ

とが予想されるとき。 

三国観測所 

危険水位 5.26ｍ 
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資料：地震応急－９ 

                      災 害 初 動 期 の 活 動 項 目 チ ェ ッ ク リ ス ト                                                                       
                                       (1) 組織体制 － ①初動期の組織体制      （1  ／12） 
 

   
災 害 拡 大 期
                   

応 急 復 旧 期
                                    

 区分          活 動 項 目                                             ﾁｪｯｸ 

  
2･
 
3時間後 

     
12
     

36
    

 48
 

    

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 ■     

 

 勤     

 

 務     

 

 時     

 

 間     

 

 内     

 

 の     

 

 初     

 

 動     

 

 体     

 

 制     

○庁内の安全確認等 

  ・来庁者・職員の安全確認 

  ・庁舎の安全点検 

  ・火気・危険物の点検 

  ・庁内の応急整理 

 

 ○庁内の緊急対応 

  ・通信施設の点検 

  ・コンピューター等の点検 

  ・非常電源の確保 

 

 ○外部状況の把握 

  ・庁舎周辺の被害状況の把握 

  ・出先機関等周辺の被害状況の把握 

  ・住民被害状況の把握 

  ・関係機関との情報交換 

 

 ○本部機構確立のための人的準備 

  ・災害対策本部設置の検討 

  ・資料作成 

  ・災害対策本部設置の具申 

  ・動員配備 

 

 ○本部機構確立のための物的準備 

  ・災害対策本部室の確保 

  ・必要備品の整備 

  ・通信手段の確保 

  ・食料の準備・配車 

 

 □    

 □     

 □     

 □     

 

 

 □     

 □     

 □     

 

 

 □     

 □     

 □     

 □     

 

 

 □     

 □     

 □     

 □     

 

 

 □     

 □     

 □     

 □     

 

 

 
 
 

       

 
 ※このチェックリストは、災害初動期（概ね48時間以内）に実施しなければならないと想定される活動項目を列記したものである。 

  従って、災害の種別、規模等により取捨選択して活動にあたる必要がある。 
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                                      (1) 組織体制 － ①初動期の組織体制      （2  ／12） 

   
災 害 拡 大 期
                   

応 急 復 旧 期
                 区分          活 動 項 目                                             ﾁｪｯｸ 

  
2･
 
3時間後 

      
12
      

36
       

 48
 

  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■     

 

 勤     

 

 務     

 

 時     

 

 間     

 

 外     

 

 の     

 

 初     

 

 動     

 

 体     

 

 制     

 ○宿日直者等からの防災担当者へ連絡 

  ・宿直者からの連絡（初動要員連絡ルートに基づく） 

  ・警備委託機関からの連絡（同ルート等） 

 

 

 ○対応協議等（初動参集、情報依頼検討等） 

  ・初動要員間・上司との相互連絡・協議 

  ・自主参集、動員配備（準備） 

 

 ○庁内の安全確認 

  ・来庁者・職員の安全確認 

  ・庁舎の安全点検 

  ・火気・危険物の点検 

  ・庁内の応急整理 

 

 ○外部状況の把握 

  ・庁舎周辺の被害状況の把握 

  ・出先機関等周辺の被害状況の把握 

  ・住民被害状況の把握 

  ・関係機関との情報交換 

 

 ○本部機構確立のための人的準備 

  ・災害対策本部設置の検討 

  ・資料作成 

  ・災害対策本部設置の具申 

  ・動員配備 

 

 ○本部機構確立のための物的準備 

 

 □     

 □     

 

 

 

 □     

 □     

 

 

 □     

 □     

 □     

 □     

 

 

 □     

 □     

 □     

 □     

 

 

 □     

 □     

 □     

 □     

 

 

  

 
 
 

    ・災害対策本部室の確保 
  ・必要備品の整備 

  ・通信手段の確保 

  ・食料の準備・配車 

 □     
 □     

 □     

 □     
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                                       (1) 組織体制 － ②災害対策本部体制の確立   （3  ／12） 
 

   
災 害 拡 大 期
                   

応 急 復 旧 期
                

  

 区分          活 動 項 目                                             ﾁｪｯｸ 

  
2･
 
3時間後 

      
12
 
     36 

     
 48
 

 

 

 

 

 

 ■     

 災     

 害     

 対     

 策     

 本     

 部     

 の     

 設     

 置     

 ○災害対策本部の設置決定 

  ・災害対策本部の設置決定 

  ・災害対策本部の代替施設の確保 

 

 

 ○班体制の確立・調整 

  ・職員の掌握 

  ・班体制の確立 

  ・他班への応援要請及び調整 

 

 

 ○連絡系統の確立 

  ・組織内・組織外の連絡系統の確立 

  ・外部機関との相互連絡方法の確認 

 

 

 ○災害対策本部会議の開催等 

  ・開催準備 

  ・本部連絡員会議 

 

 □     

 □     

 

 

 

 □     

 □     

 □     

 

 

 

 □     

 □     

 

 

 

 □     

 □     

    

 

 

 ■     

 広     

 域     

 応     

 ○広域応援体制の確立 

  ・自衛隊の派遣要請 

  ・府・他市町への協力依頼 

  ・その他団体への協力依頼 

 

□     

 □     

 □     

    

 
 
 

 

  

  体     
 制     

の     

 確     

 立     

 ○災害救助法の適用申請 
  ・法適用申請 

  

□     
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                                       (2) 情報収集・広報体制 － ①情報収集・伝達  （4  ／12） 
 

   
災 害 拡 大 期
                   

応 急 復 旧 期
                

  
 区分          活 動 項 目                                             ﾁｪｯｸ 

  
2･
 
3時間後 

      
12
      

36
     

 48
 

 ■     

 応     

 急     

 情     

 報     

 収     

 集     

 ・     

 伝     

 達     

 ○応急情報の収集 

  ・人命救助 

  ・要避難等の応急初動活動のための情報収集 

 ○人命危険、要避難状況の把握 

  ・緊急パトロール 

  ・自主防災組織等からの情報収集 

  ・航空機の緊急派遣要請 

 ○二次災害危険情報の収集伝達 

  ・火災危険情報・危険物災害危険情報・河川決壊情報等の収集 

 

 □     

 □     

 

 □     

 □     

 □     

 

 □     

    

 

 

   

 

 
   

   
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ■     

 被     

 害     

 状     

 況     

 の     

 収     

 集     

 ・     

 伝     

 達     

 ○人的被害状況の収集・調査 

  ・死者、負傷者（重軽傷者）、り災者数等の収集・調査 

 ○物的被害状況の収集・調査 

  ・住家被害調査 

  ・その他被害調査 

 ○被害情報の収集・報告 

  ・情報の一元的集約 

  ・その他機関との連絡収集・調査 

 ○被害調査の応援要請等 

  ・建築士会等への応援要請 

  ・他県・他市町村への応援要請 

 ○通信連絡体制の確立 

  ・通信連絡手段の確保 

  ・情報収集・伝達手段の明確化 

  ・無線通信網の整備 

  ・直接連絡 

 

 □     

 

 □     

 □     

 

 □     

 □     

 

 □     

 □     

 

 □     

 □     

 □     

 □     

 
 

 

 

 

       

 
 
 

  

  
  

 

   

 ■ 

通 

信 

運 

用 

 ○通信統制 
  ・情報の一元化 

  ・優先順位の明確化 

 ○問い合わせ電話等への対応・情報整理 

  ・上申報告 

  ・横断連絡 

 
 □     

 □     

 

 □     

 □     
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                                       (2) 情報収集・広報体制 － ②広報体制     （5  ／12） 
 

   
災 害 拡 大 期
                   

応 急 復 旧 期
                

  
 区分          活 動 項 目                                             ﾁｪｯｸ 

  
2･
 
3時間後 

      
12
      

36
      

 48
  

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 ■     

  

 広     

  

 報     

  

 体     

  

 制     

 ○広報体制の確立 

  ・広報内容 

  ・時期協議 

  ・役割分担の明確化 

  ・報道機関との協議 

 

 ○広報手段の確保 

  ・多様な広報手段の検討 

  ・臨時広報誌の検討 

  ・ヘリコプター等によるアナウンスの検討 

 

 □     

 □     

 □     

 □     

 

 

 □     

 □     

 □     

 

 

  

   

   

   

   

   
 

 

  

   

 

  

 

  

 

   

 

 

 ■     

  

 市     

  

 民     

  

 広     

  

 報     

 ○市民広報 

  ・安否情報 

  ・道路交通情報 

  ・自家用車自粛の呼びかけ 

  ・電話自粛の呼びかけ 

  ・被災者への救援策他 

 

 ○余震・二次災害の見通し広報 

  ・余震情報 

  ・二次災害情報他 

 

 ○デマ・流言打ち消し広報 

  ・問い合わせ対応 

  ・放送機関との放送協定 

 

 □     

 □     

 □     

 □     

 □     

 

 

 □     

 □     

 

 

 □     

 □     

 

 

  

 

 ■      ○報道機関対応 
     

 
 
 

   

  
 

  

  報     
 道     

 機     

 関     

 対     

 応     

  ・広報窓口の一元化 
  ・情報収集・分析部門と広報部門の部屋の分離 

 

 ○災害情報の記録 

  ・写真・ビデオ等の広報資料収集、要請 

 □     
 □     

 

 

 □     
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                                (3) 消火・救出・救助対応 － ①消防活動 ②救出・救助活動 （6  ／12） 
 

   
災 害 拡 大 期
                   

応 急 復 旧 期
                

  
 区分          活 動 項 目                                             ﾁｪｯｸ 

  
2･
 
3時間後 

      
12
      

36
     

 48
     

    

    

    

    

    
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 ■     

  

 消     

  

 防     

  

 活     

  

 動     

 ○消防活動 

  ・火災状況の把握・指令 

  ・現場出場 

  ・水利確保 

  ・消火 

  ・延焼防止 

  ・人命救助 

 

 

 ○交通規制 

  ・交通規制のための関係機関との調整 

 

 

 ○協力要請 

  ・府・近隣市町村への応援要請 

 

 □     

 □     

 □     

 □     

 □     

 □     

 

 

 

 □     

 

 

 

 □     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 ○状況の把握 

  ・救出・救助対象者の現場情報の把握 

 

 

 ○救出・救助体制の確立 

  ・関係機関との連携・調整 

  ・機械器具の確保・配置 

 

 □     

 

 

 

 □     

 □      
 

  

 
 
 

     

 

 

 

 ■     

 救     

 出     

 ・     

 救     

 助     

 活     

 動     

 ○救出救助活動 
  ・救出・救助 

  ・行方不明者の捜索 

 
 □     

 □     
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                                       (4) 避難対応 － ③避難対策、避難所運営    （7  ／12） 
 

   
災 害 拡 大 期
                   

応 急 復 旧 期
                

  
 区分          活 動 項 目                                             ﾁｪｯｸ 

  
2･
 
3時間後 

      
12
      

36
     

 48
    

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ■     

 

 避     

  

 難     

  

 対     

  

 策     

 ○要避難状況の把握 

  ・建物等倒壊予想地域 

  ・延焼火災予想地域 

  ・危険物災害予想地域 

  ・水害危険 

  ・崖崩れ危険 

 

 ○避難勧告・指示等の決定と伝達 

  ・関係者協議 

  ・内容決定 

  ・避難所決定 

  ・警戒区域決定 

  ・地域住民への伝達 

  ・避難誘導 

 

 ○避難所開設の指示 

  ・勤務要員派遣 

  ・管理者への開設指示 

  ・障害物除去 

 

 □     

 □     

 □     

 □     

 □     

 

 

 □     

 □     

 □     

 □     

 □     

 □     

 

 

 □     

 □     

 □     
  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ■     

  

 避     

  

 難     

  

 ○避難所の開設 

  ・避難場所の安全確認 

  ・備蓄品・通信手段の整備・確保 

  ・職員の配備 

  ・報道・広報・周知 

 

 ○避難所運営 

 

 □     

 □     

 □     

 □     

   

 

 
 
 

   

  

 

  

 

  

  

  所     
  

 運     

  

 営     

  ・被災者の受入れ 
  ・リスト作成 

  ・飲料水・食料・生活用品の請求・受取・配給 

  ・仮設トイレ 

  ・被災者移送 

 □     
 □     

 □     

 □     

 □     
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                                 (5) 医療・死傷者対応 － ①救急医療救援活動 ②死傷者対応 （8  ／12） 
 

   
災 害 拡 大 期
                   

応 急 復 旧 期
                

  
 区分          活 動 項 目                                             ﾁｪｯｸ 

  
2･
 
3時間後 

      
12
      

36
      

 48
   

  
  

 

  

 

   

  

 

 

 

 

  

   

     

 

 

 ■     

 

 救     

 

 急     

 

 医     

 

 療     

 

 救     

 

 援     

 

 活     

 

 動     

 ○状況の把握 

  ・救急医療需要の把握 

  ・関連機関との情報交換 

 

 

 ○救急医療体制の確立 

  ・情報連絡体制の確立 

  ・搬送体制の確立 

  ・活動拠点の整備 

  ・ボランティア等の活用 

 

 

 ○医療救援活動の実施 

  ・救急医療救援活動 

  ・負傷者等の搬送 

  ・避難所等の巡回診療 

  ・医薬品の確保 

 

 □     

 □     

 

 

 

 □     

 □     

 □     

 □     

 

 

 

 □     

 □     

 □     

 □     

 

 
  

  

 

  

   

   

 

 

 ■     

  

 死     

  

 傷     

  

 者     

 ○重傷者の移送 

  ・重傷者の被災地外への移送（ヘリポート等） 

 

 ○死亡者の確認 

  ・安置場所設置 

  ・検死・身元確認 

  ・腐敗防止 

 

 □     

 

 

 □     

 □     

 □     

 

   

 
 
 

  

  

  

   
 対     

  

 応     

 ○火葬 
  ・棺桶手配 

  ・後方移送 

  ・火葬 

 
 □     

 □     

 □     
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                                       (6) 物資供給体制 － ①食料・飲料水の供給   （9  ／12） 
 

   
災 害 拡 大 期
                   

応 急 復 旧 期
                

  
 区分          活 動 項 目                                             ﾁｪｯｸ 

  
2･
 
3時間後 

      
12
      

36
     

 48
    

   
  

 

 

 

 

 

    

    
 

 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■     

  

  

 飲     

 

 

 料     

  

  

 水     

  

 

 の     

 

  

 供     

  

  

 給     

 ○給水需要の把握 

  ・水道施設被害（地域）の把握 

  ・給水対象の把握 

 

 

 

 ○水道施設の応急復旧 

  ・復旧方針決定 

  ・応援協力要請 

  ・資材・人夫工の調達 

 

 

 

 ○飲料水の調達・輸送 

  ・水資源の確保 

  ・応急給水用水利の確保 

  ・給水人員・機材の確保 

 

 

 

 

 ○給水活動 

  ・運搬給水 

  ・共用栓設置 

  ・応援協力要請都受入体制 

 

 □     

 □     

 

 

 

 

 □     

 □     

 □     

 

 

 

 

 □     

 □     

 □     

 

 

 

 

 

 □     

 □     

 □     

 

 
 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

   ○給水広報活動 
  ・給水タンク設置場所・時間等の情報提供 

 
 □     
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                                       (6) 物資供給体制 － ①食料・飲料水の供給   （10／12） 
 

   
災 害 拡 大 期
                   

応 急 復 旧 期
                

  
 区分          活 動 項 目                                             ﾁｪｯｸ 

  
 23時間後 

      
12
      

36
     

 48
  

 

  

   

 

  

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 ■     

  

 食     

  

 料     

  

 の     

 

 供     

  

 給     

 ○給食需要の把握 

  ・給食需要調査 

  ・情報の収集・集約 

 

 

 ○食料の調達・輸送 

  ・緊急食対応体制の確立 

  ・広域応援体制の確立 

  ・輸送ルートの検討 

  ・輸送 

 

 

 ○食料の配布 

  ・食料の配布 

 

 

 ○食料供給広報活動 

  ・供給場所・時間等の情報提供 

 

 □     

 □     

 

 

 

 □     

 □     

 □     

 □     

 

 

 

 □     

 

 

 

 □     

 

   

  

  
  

 

 

 

 ■     

 生     

 活     

 必     

 需     

 ○需要の把握 

  ・生活必需品需要調査 

  ・情報の収集・集約 

 

 

 ○生活必需品の調達・輸送・配分 

  ・必需品のリストアップ 

 

 □     

 □     

 

 

 

 □     

  

  

 
 
 

  

    

   

  品     
 の     

 供     

 給     

  ・調達・輸送・配分 
  ・安定供給協力依頼 

 

 ○生活必需品供給広報活動 

  ・供給場所・時間等の情報提供 

 □     
 □     

 

 

 □     
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                                   (6) 物資供給体制 － ②物資搬送及び道路交通網確保体制 （11／12） 
 

   
災 害 拡 大 期
                   

応 急 復 旧 期
                

  
 区分          活 動 項 目                                             ﾁｪｯｸ 

  
2･
 
3時間後 

      
12
      

36
     

 48
    

   

     

    
 

 

  

   

 

  

 

  

   

 

  

 

  

 

   

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 ■     

  

  

 物     

  

  

 資     

  

  

 輸     

  

  

 送     

 ○状況の把握 

  ・輸送手段被害状況の把握 

  ・道路被害状況の把握 

  ・輸送需要の把握 

  ・交通事項・渋滞発生情報の収集と把握 

 

 ○緊急輸送体制の確立 

  ・輸送人員の確保 

  ・輸送車両・燃料の確保 

 

 ○輸送路の確保、道路の啓開 

  ・輸送路の選定・確保 

  ・道路の啓開 

 

 ○緊急輸送の実施 

  ・輸送（人員・救援物資）の配分 

  ・救援物資の保管 

  ・物資配布方針の決定 

 

 ○体制の確立 

  ・警察との連絡体制の確立 

  ・広域圏における協力体制の確保 

 

 □     

 □     

 □     

 □     

 

 

 □     

 □     

 

 

 □     

 □     

 

 

 □     

 □     

 □     

 

 

 □     

 □     

 

 

  

  

  

  

 

 
■
     

 
交
     

 ○交通規制の実施 

  ・交通規制内容等の選定・協議 

  ・混乱防止策の実施 

  ・関係機関との連携 

 

 □     

 □     

 □     

  

  

 
 
 

   

   

   

 
 
通
     

 

 
規
     

 

 
制
     

 
 ○広報 

  ・報道機関により広報 

  ・主要地点での掲示 

  ・一般車両の自粛広報 

 
 

 □     

 □     

 □     
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                          (7) その他対応 － ①要援護者対応 ②二次災害防止対策 ③廃棄物処理対策 （12／12） 
 

   
災 害 拡 大 期
                   

応 急 復 旧 期
                

  
 区分          活 動 項 目                                             ﾁｪｯｸ 

  
2･
 
3時間後 

      
12
      

36
     

 48
     

    

   
 

   

   
 

   

   

  

 

 

 

 ■     

 要     

 援     

 護     

 者     

 対     

 応     

 ○支援体制の確立 

  ・職員配備 

  ・情報収集 

  ・支援物品の確保・手配 

 ○救出・救助活動 

  ・救出・救助活動 

  ・地域支援活動 

 ○避難所への収容・対応等 

  ・避難所への収容 

  ・医療救護活動 

  ・被災地域外への搬送 

 

 □     

 □     

 □     

 

 □     

 □     

 

 □     

 □     

 □     

 

 

  

   

   

   
   

   

   

   

 

 ■     

 二     

 次     

 災     

 害     

 防     

 止     

 対     

 策     

 ○情報収集・伝達 

  ・情報収集 

  ・関連機関との連携 

  ・危険箇所の広報 

 ○災害種類別の対応 

  ・火災予防 

  ・ガス事故 

  ・降雨・土砂災害 

  ・建物倒壊危険 

 

 □     

 □     

 □     

 

 □     

 □     

 □     

 □     

 

   

 

 

  

 

 ■     

 廃     

 ○災害時体制の確立 

  ・施設の被害状況の把握 

 

 □     

 

 

   

 
 
 

    

    

 

  

   

 

 

  棄     
 物     

 処     

 理     

 対     

 策     

  ・人員・車両等の確保 
  ・広報 

 ○収集・処理方法 

  ・収集優先地域・施設の選定 

  ・仮設トイレの設置等 

 □     
 □     

 

 □     

 □     
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資料：地震応急－10 
    
           被 害 状 況 等 報 告 基 準                                                          
 
 

  被 害 項 目                     報 告 基 準                                      

 
死   亡

 
 当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、又は死体を確認するこ  

 とができないが死亡したことが確実なものとする。 

 行 方 不 明             当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いのあるもの。 

 負 傷 者            

  重傷者 

 軽傷者 

 

 人 

 

 的 

 

 被 

 

 害 
 

 災害のため負傷し医師の治療を受け、又は受ける必要のあるもののうち  

 「重傷者」とはｌ月以上の治療を要する見込みの者とし、「軽傷者」と  

 は、１月未満で治療できる見込みのもの。なお、重軽傷者の別が把握で  

 きない場合はとりあえず負傷者として報告する。 
 
住   家

 
 現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるか  

 どうかを問わない。 

 世   帯  生計をーつにしている実際の生活単位をいう。 

 

 

 全   壊 

 （全焼・ 

  全流失） 

 住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全  

 部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、  

 補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家  

 の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70  

 ％以上に達した程度のものまたは住家の主要な構成要素の経済的被害を  

 住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50％以上に達  

 した程度のもの。 

 

 

 
 
住
 

 

 

 

 
 
家
 

 

 

 

 
 
の
 

 

 

 

 
  

 

 半   壊 

 （半 焼） 

 住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、  

 住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもの  

 で、具体的には損壊部分がその住家の延床面積の20％以上70％未満のも  

 の、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害  

 割合で表し、その住家の損害割合が20％以上50％未満のもの。 

 

  
 
一 部 破 損
             損壊の程度が半壊にいたらないもの。ただし、窓ガラス２・３枚割れた  

 程度のものは除く。 

 
床 上 浸 水
             その住家の床上以上に浸水したもの、及び全壊又は半壊には該当しない  

 が土砂竹木などのたい積のため一時的に居住することができないもの。 

 

 

 

 
 
害
 

 床 下 浸 水             床上浸水にいたらない程度に浸水したもの。 

 

 

 

 非住家の被害 

 非住家（住家以外の建物）のうち全壊、半壊程度の被害を受けたもの。 

 なお、官公署、学校、病院、公民館、神社、仏閣等は非住家とする。た  

 だし、これらの施設に常時、人が居住している場合には、当該部分は住  

 
家とする。 

 「公共建物」とは、例えば、役場庁舎、公民館、公立保育所等の公用又  

 は公共の用に供する建物とする。 

 「その他」とは、公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物とする。 

 流 失 

 埋 没 

 
耕土が流出し、又は砂利等のたい積のため耕作が不能となったもの。

 
 田 

 

 

 畑 
 冠 水  植付作物の先端が見えなくなる程度に水につかったもの。 

 
文 教 施 設
             小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養  

 護学校及び幼稚園における教育の用に供する施設をいう。 

 

 
 
そ
 

 
 
の
 

 
 
他
 

 
 
被
 

 
 
害
 

 
 
道   路

 
 「道路」とは、道路法（昭和27年法律第1 8 0    号）第2  条第1  項に規定す  

 る道路のうち、橋梁を除いたものとする。 

 「道路決壊」とは、高速自動車道、一般国道、都道府県及び市町村道の  

 一部が損壊し、車両の通行が不能となった程度の被害をいう。 
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  被 害 項 目                     報 告 基 準                                      

 
 
橋   梁

 
 「橋梁」とは、道路を連結するために河川、運河等の上に架設された橋 

 とする。 

 「橋梁流失」とは、高速自動車道、一般国道、都道府県及び市町村道の 

 一部が損壊し、車両の通行が不能となった程度の被害をいう。 

 

 
 
河   川

 

 「河川」とは、河川法が適用（昭和39年法律第1 6 7    号）され、若しくは  

 準用される河川若しくはその他の河川又はこれらのものの維持管理上必  

 要な堤防、護岸、水利、床止その他の施設若しくは沿岸を保全するため  

 に防護することを必要とする河岸とする。 

 「堤防決壊」とは、河川法にいう１級河川及び２級河川の堤防、あるい  

 は溜池の堤防が決壊し、復旧工事を要する程度の被害をいう。 
 

 港   湾 

 「港湾」とは、港湾法（昭和25年法律第2 1 8    号）第2  条第5  項に規定す  

 る施設、外かく施設、けい留施設、又は港湾の利用及び管理上重要な臨  

 港交通施設とする。 

 

 砂   防 

 「砂防」とは、砂防法（明治30年法律第29号）第1  条に規定する砂防施  

 設、同法第3  条の規定によって同法か準用される砂防のための施設又は  

 同法第3  条の2  の規定によって同法が準用される天然の河岸とする。 

 清 掃 施 設             「清掃施設」とは、ごみ処理及びし尿処理施設とする。 

 

 鉄   道 

 「鉄道不通」とは、汽車、電車等の運行が不能になった程度の被害とす  

 る。 

 

 

 

 

 

 

 
 
そ
 

 

 

 

 

 

 

 
 
の
 

 

 

 

 

 

 

 
 
他
   
船   舶

 
 「船舶被害」とは、ろ、かいのみをもって運転する舟以外の舟で、船体 

 が没し、航行不能になったもの及び流失し、所在が不明になったもの、  

 並びに修理しなれば航行できない程度の被害を受けたものとする。 

 

  
 電   話  「電話」とは、通信不能となった加入回線数のうち最大時の戸数をい

う。 

 電   気  「電気」とは、停電した戸数のうち最大時の戸数をいう。 

 
水   道

 
 「水道」とは、上水道又は簡易水道で断水している戸数のうち最大時の  

 戸数をいう。 

 
ガ   ス

 
 「ガス」とは、一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっている  

 戸数のうち最大時の戸数をいう。 

 ブロック塀  「ブロック塀」とは、倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数をいう。 

 

 
 
被
 

 

 

 

 

 

 

 
 
害
 

 

 

 り 災 者 

 

 

 「り災世帯」とは、災害により全壊、半壊及び床上浸水の被害を受け通  

 常の生活を維持できなくなった生計をーにしている世帯とする。 

 例えば、寄宿舎、下宿その他これに類する施設に宿泊するもので、共同  

 生活を営んでいるものについては、これを一世帯として扱い、又同一家  

 屋の親子、夫婦であっても、生活が別であれば分けて扱うものとする。 

 
文 教 施 設
             「公立文教施設」とは、公立の文教施設とする。 

 

 農林水産業 

 施   設 

 「農林水産業施設」とは、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫  

 定措置に関する法律（昭和25年法律第1 6 9    号）による補助対象となる施  

 設をいい、具体的には、農地、農業用施設、林業用施設、漁港施設及び  

 共同利用施設とする。 

 

 公 共 土 木            

 施   設 

 「公共土木施設」とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和  

 26年法律第97号）による国庫負担の対象となる施設をいい、具体的に

は、河川、海岸、砂防施設、地滑り防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、下

水道、林地荒廃防止施設、道路、港湾及び漁港とする。 

 

 

 
 
被
 

 

 
 
害
 

 

 
 
金
 

 

 
 
額
   

 

   
そ の 他 の
            

 
公 共 施 設
            

 「その他の公共施設」とは、公立文教施設、農林水産施設及び公共土木  

 施設以外の公共施設をいい、例えば、庁舎、公民館、児童館、都市施設  

 等の公用又は公共の用に供する施設とする。 

 

 















































資料：地震応急－12 

 139 

 

関 係 機 関 の 通 信 窓 口 

（平成 18 年４月現在）  
 
機 関 名                  窓 口             所 在 地                    電 話 番 号             

（国） 
猪名川河川事務所 調 査 課                       池田市上池田 2-2-39 072(751)1986 

大阪国道事務所 高 槻 維 持 出 張 所                       高槻市京口町 12 072(671)598１ 

大阪農政事務所 庶 務 課                       茨木市宮島 1-3-1 
072(633)1335 
夜 072-737-1402 

大阪国際空港事務所 空 港 保 安 防 災 課 豊中市蛍池西町 3-371 (6843)1241 

大阪管区気象台 技 術 部 予 報 課                       
大阪市中央区大手前 
   ４－１－７６ 

(6949)6314 
8-816-8930 

陸上自衛隊第３師団 
第 36普通科連隊 第 3 科 伊丹市緑ケ丘 7-1-1 

072(782)0001
（夜）内 4004 

8-824－0 

（大阪府）  

総務部危機管理室 

 大阪市中央区大手前２ 
大阪府庁舎  

8-200-4875 
直通(6944)6021 
8－200－4875 

大阪府  
池田土木事務所 

豊能地域防災室 池田市城南 1-1-1 072(752)4111 
8－301－217 

大阪府  
池田土木事務所 

総 務 企 画 課 〃 8－301－337 
 072(751)8321 

大阪府  
 豊中保健所  

企 画 調 整 課 豊中市中桜塚 4-11-1 (6849)1721 

西大阪治水事務所 神崎川出張所 大阪市淀川区新高 
5-18-25 

(6393)0221 
8－342－0 

（大阪府警察）  

豊 中 警 察 署 警 備 課                       豊中市南桜塚 3-4-11 (6849)1234 
無線 １１０ 

豊中南警察署 警 備 課                       豊中市庄内西町5-1-10 
(6334)1234 
無線 １１１ 
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（指定公共機関及び指定地方公共機関） 
西日本電信電話㈱

大阪支店  
設備部災害対策担当 大阪市中央区島之内2-

14-11 
(6212)1645 
夜１13 
 

西日本道路㈱  
   関西支社  

吹 田 管 理 事 務 所                       
【名神高速】 

 茨木市大字小坪井 
527-12 

(6877)4857 
【6876－9044】 

西日本道路㈱  
   関西支社  

神 戸 管 理 事 務 所 
【中国自動車道】 

西宮市山口町下山口 1
45  

078(904)2861 

阪神高速道路㈱  
   大阪管理部  

 保全工事グループ  
【指令台】 

大阪市港区港晴 
2-11-124 

(6576)6111 
 

豊中市医師会 災害医療救助隊本部  豊中市上野坂 
２－６－1 

(6848)1671 
無線 199 

大阪ガス㈱ 
  北東部事業本部 

保 安 指 令 セ ン タ ー                       東大阪市稲葉 
２－３－１７ 

0729(66)5356 
0120－519－424 

関西電力㈱ 
   三国営業所 

庶 務 課                       大阪市淀川区三国本町 
２－１３－３１ 

(6384）1131 
休日・夜間 

(6384)1138 
日 本 通 運㈱ 

豊中支店 
支 店 長                       豊中市服部西町 

５－１８－１ 
(6862)1421 
夜間(6862)1424 

阪 急 電 鉄㈱ 
豊中駅 

駅 長                       豊中市本町 
１－１－１ 

(6852)4153 
無線１７５ 

  
阪急バス㈱本社 

  
運 輸 部 営 業 課                       

 
豊中市庄内西町 

５－１－２４ 
(6866)3172 
夜間(6866)3145 

北大阪急行電鉄㈱ 鉄 道 部 運 輸 課                       豊中市寺内 
２－４－１ 

(6865)0645 
夜間(6871)0512 

大阪高速鉄道㈱ 運 輸 部 運 輸 課                       吹田市千里万博公園 
１－８ 

(6875)3132 
夜間(6875)3083 

（その他）  
豊中・池田  
ケーブルネット㈱  

 豊中市岡上の町  
１－６－３８  

(6855)4435 
夜間(6855)4470 

広報広聴課 2025  豊中市 ８－５０３－８９００  



半固定５w 車載5w 可搬5w 携帯3w

総 務 部 ※　　2 1 9 3 2
政 策 推 進 部 1 1 2

環 境 部 1 8
建 築 都 市 部 1 1 1 4
健 康 福 祉 部 1 1
土 木 下 水 道 部 2 4 31 13
新 千 里 出 張 所 1
庄 内 出 張 所 1

財 政 課 1
消 防 本 部 ※　　1 1 1 3
水 道 局 ※ 1 1

市 立 豊 中 病 院 ※ 1 1
教 育 委 員 会 ※ 60

小　　　計 9 71 44 4 34

大阪空港事務所 ※ 1
豊 中 保 健 所 ※ 1
豊 中 警 察 署 ※ 1
豊 中 南 警 察 署 ※ 1
日 本 通 運 ㈱ 豊 中 支 店 ※ 1
阪 急 電 鉄 ㈱ 豊 中 駅 ※ 1
阪急バス㈱豊中営業所 ※ 1
豊 中 市 医 師 会 ※　 1

小　　計 1 6 1
地域防災系合計 10 77 44 5 34

車載5w 可搬5w 携帯3w 携帯１w

総 務 部 1 5 22
環 境 部 4 20 3 3 7

移 動 系 合 計 5 20 3 8 29

総 務 部 系 1
教 育 系 1

建築都市・市民生活系 1
健康福祉・こども未来系 1
同報系子局合計 4

総務部

資料：地震応急-１３

豊 中 市 防 災 関 係 無 線 構 成 図

平成１8年(２００６年）４月１日現在

防災相互波無線(158.350MHｚ) 携帯5w　２　　車載10w　１

6

92
38
37
208

遠　隔
制御器

同報子局
戸別受信機 屋外拡声子局

41 6

遠　隔
制御器

無線局

遠　隔
制御器

無線局

800MHz帯

地

域

防

災

系

無

線

基

地

局

中

継

局

無

線

統

制

室

防
災
行
政
無
線
移
動
基
地
局

同
報
無
線
系
親
局

※＝地域防災無線協議会構成委員(１３）　　(移動局計　１６０局)

　　(移動局計　６０局)

　　(子局計　２１４台)

４４６．８２５MHz

６８.８９５MHz

　　　　　<凡　例>
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地　域　防　災　系
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　防災行政無線移動系
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　防災行政無線同報系無線
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　防災相互波無線
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              災 害 時 広 報 車 両 一 覧 表                                                   
 
                                   （平成18年4  月1  日現在） 
 

 

   車 種         

 

 車両管理形態等 

 

 駐 車 場 所             

 

 車 両 番 号             

 

 キ ー 保 管 場 所                 

 

 防災無線番号 

 

 1 ワンボックス車 

土木下水道部総

務課への長期貸

出車両 

 第 二 庁 舎             

 
 地下駐車場             

４００す 

 
４６－０３ 

 

車両管理係 

 

５０２ 

 

2 ワゴン車 
（緊急車） 

  
道路維持課への
長期貸出車輌 

 第 二 庁 舎             

 
 地下駐車場             

８８ち 

 
１２－０８ 

 

車両管理係 

 

５０５ 

 

 3 ライトバン 

 

財産管理運用 

 第 二 庁 舎             

 
 地下駐車場             

  ４００さ 

 
４９－０９ 

 

車両管理係 

 

５１１ 

 

4 ワゴン車 
（緊急車） 

  
道路管理課への
長期貸出車両 

 第 二 庁 舎             

 
 地下駐車場             

８８た 

 
８８－０９ 

 

車両管理係 

 

５０４ 

 

5 乗 用 車 
（緊急車） 

 

財産管理運用 

 第 二 庁 舎             

 
 地下駐車場             

  ８００さ 

 
２６－８５ 

 

車両管理係 

 

３０１ 

 

 

 6 軽自動車 

 

財産管理運用 

 

 第５駐車場             

４１よ 

 
１５－０１ 

 

車両管理係 

 

６１５ 

 

  

7 ワゴン車 
 

  
危機管理室への
長期貸出車両 

 第 二 庁 舎             

 
 地下駐車場             

７２ぬ 

 
４７－３７ 

 

危機管理室 

 

２０１ 

 

  

8 ワゴン車 
 

  
地域福祉課への
長期貸出車両 

 第 二 庁 舎             

 
 地下駐車場             

７９ほ 

 
１－１３ 

 

地域福祉課 

 

４０２ 

 

  

 9 軽自動車 

 
道路管理課への
長期貸出車両 

 

第３駐車場 

４３ね 

 
７０－３３ 

 

道路管理課 

 

 

 

  

10 軽自動車 

 
道路管理課への
長期貸出車両 

 

第３駐車場 

４１も 

 
３６－６７ 

 

道路管理課 

 

 

 

  
11 軽トラック 

 
道路管理課への
長期貸出車両 

 
第３駐車場 

  ４３ね 
 
９９－９７ 

 
道路管理課 

 
 

 

 
※ 車両の運転は、庁舎管理課職員が対応する。 
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   車 種         

 

 車両管理形態等 

 

 駐 車 場 所             

 

 車 両 番 号             

 

 キ ー 保 管 場 所                 

 

 防災無線番号 

 

12 ワゴン車 
 

  
北部環境センタ
ー運用 

  

北部環境センタ
ー駐車場 

５０２す 

 
４６－７９ 

 

業務係 

 

ぼ １ 

 

13 ２tダンプ 
 

  
北部環境センタ
ー運用 

  

北部環境センタ
ー駐車場 

４００つ 

 
９９－６５ 

 

業務係 

 

ぼ １４ 

 

14 ２tダンプ 
 

  
北部環境センタ
ー運用 

  

北部環境センタ
ー駐車場 

４００つ 

 
９９－３０ 

 

業務係 

 

ぼ １５ 

 

15 ２tダンプ 
 

  
北部環境センタ
ー運用 

  

北部環境センタ
ー駐車場 

４００つ 

 
９２－４０ 

 

業務係 

 

ぼ １６ 

 

16 ２tダンプ 
 

  
北部環境センタ
ー運用 

  

北部環境センタ
ー駐車場 

４００つ 

 
９２－４７ 

 

業務係 

 

ぼ １７ 

 

 

17 ２tダンプ 
 

  
北部環境センタ
ー運用 

  

北部環境センタ
ー駐車場 

４００つ 

 
９２－５０ 

 

業務係 

 

ぼ １８ 

 

  

18 ２tダンプ 
 

  
北部環境センタ
ー運用 

  

北部環境センタ
ー駐車場 

１００す 

 
６０－４０ 

 

業務係 

 

ぼ １９ 

 

  

19 ワゴン車 
 

  
中部環境センタ
ー運用 

 
中部環境センタ
ー駐車場 

７１せ 

 
８８－９４ 

 

車両係 

 

５１ 

 

  

20 ２tダンプ 
 

  
中部環境センタ
ー運用 

  

中部環境センタ
ー駐車場 

４００つ 

 
９９－３４ 

 

車両係 

 

４ 

 

  

21 ２tダンプ 
 

  
中部環境センタ
ー運用 

  

中部環境センタ
ー駐車場 

４００つ 

 
９９－５５ 

 

中部環境センター 

 

５ 

 

  

22 ２tプレス 
 

  
中部環境センタ
ー運用 

  

中部環境センタ
ー駐車場 

８８せ 

 
５７－９１ 

 

中部環境センター 

 

 

 

  

23 ２tプレス 
 

  
中部環境センタ
ー運用 

  

中部環境センタ
ー駐車場 

８８せ 

 
５９－０１ 

 

中部環境センター 

 

 

 

  

24 ２tプレス 
 

  
中部環境センタ
ー運用 

  

中部環境センタ
ー駐車場 

８８せ 

 
６０－０６ 

 

中部環境センター 
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   車 種         

 

 車両管理形態等 

 

 駐 車 場 所             

 

 車 両 番 号             

 

 キ ー 保 管 場 所                 

 

 防災無線番号 

 

25 ２tプレス 
 

  
中部環境センタ
ー運用 

  

中部環境センタ
ー駐車場 

８００さ 

 
３６－０１ 

 

中部環境センター 

 

 

26 ２tプレス 
 

  
中部環境センタ
ー運用 

  

中部環境センタ
ー駐車場 

８８せ 

 
７７－７８ 

 

中部環境センター 

 

 

27 ２tプレス 
 

  
中部環境センタ
ー運用 

  

中部環境センタ
ー駐車場 

８８は 

 
２９－７５ 

 

中部環境センター 

 

 

28 ２tプレス 
 

  
中部環境センタ
ー運用 

  

中部環境センタ
ー駐車場 

８８は 

 
３２－３１ 

 

中部環境センター 

 

 

29 ２tプレス 
 

  
中部環境センタ
ー運用 

  

中部環境センタ
ー駐車場 

８８は 

 
３４－１２ 

 

中部環境センター 

 

 

 

30 ２tプレス 
 

  
中部環境センタ
ー運用 

  

中部環境センタ
ー駐車場 

８８は 

 
３４－１３ 

 

中部環境センター 

 

 

  

31 ２tプレス 
 

  
中部環境センタ
ー運用 

  

中部環境センタ
ー駐車場 

８８は 

 
３６－５６ 

 

中部環境センター 

 

 

 

  

32 ２tプレス 
 

  
中部環境センタ
ー運用 

  

中部環境センタ
ー駐車場 

８８は 

 
３９－８３ 

 

中部環境センター 

 

 

 

  

33 ２tプレス 
 

  
中部環境センタ
ー運用 

  

中部環境センタ
ー駐車場 

８００さ 

 
７－１５ 

 

中部環境センター 

 

 

 

  

34 ２tプレス 
 

  
中部環境センタ
ー運用 

  

中部環境センタ
ー駐車場 

８００さ 

 
７－１６ 

 

中部環境センター 

 

 

 

  

35 ２tプレス 
 

  
中部環境センタ
ー運用 

  

中部環境センタ
ー駐車場 

８００さ 

 
７－１７ 

 

中部環境センター 

 

 

 

  

36 ２tプレス 
 

  
中部環境センタ
ー運用 

  

中部環境センタ
ー駐車場 

８００さ 

 
７－９９ 

 

中部環境センター 

 

 

 

  

37 ２tプレス 
 

  
中部環境センタ
ー運用 

  

中部環境センタ
ー駐車場 

８００さ 

 
８－００ 

 

中部環境センター 
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   車 種         

 

 車両管理形態等 

 

 駐 車 場 所             

 

 車 両 番 号             

 

 キ ー 保 管 場 所                 

 

 防災無線番号 

 

38 ２tプレス 
 

  
中部環境センタ
ー運用 

  

中部環境センタ
ー駐車場 

８００さ 

 
１０－７７ 

 

中部環境センター 

 

 

 

39 ２tプレス 
 

  
中部環境センタ
ー運用 

  

中部環境センタ
ー駐車場 

８００さ 

 
１０－７８ 

 

中部環境センター 

 

 

 

40 ２tプレス 
 

  
中部環境センタ
ー運用 

  

中部環境センタ
ー駐車場 

８００さ 

 
９４－６０ 

 

中部環境センター 

 

 

 

41 ２tプレス 
 

  
中部環境センタ
ー運用 

  

中部環境センタ
ー駐車場 

８００さ 

 
９４－６２ 

 

中部環境センター 

 

 

 

42 ロータリー 
 

  
中部環境センタ
ー運用 

  

中部環境センタ
ー駐車場 

８００す 

 
２２－４６ 

 

中部環境センター 

 

 

 

 

43 コンテナ 
 

  
中部環境センタ
ー運用 

  

中部環境センタ
ー駐車場 

８００さ 

 
７－９２ 

 

中部環境センター 

 

 

 

  

44 コンテナ 

  
中部環境センタ
ー運用 

  

中部環境センタ
ー駐車場 

８８は 

 
２５－０９ 

 

中部環境センター 

 

 

 

  

45 コンテナ 

  
中部環境センタ
ー運用 

  

中部環境センタ
ー駐車場 

８８は 

 
２５－１０ 

 

中部環境センター 

 

 

 

  
46 ４tプレス 

  
中部環境センタ
ー運用 

  
中部環境センタ
ー駐車場 

８８は 
 

５６ 

 
中部環境センター 

 
 

 

  

47 ４tプレス 
 

  
中部環境センタ
ー運用 

  

中部環境センタ
ー駐車場 

８００さ 

 
９４－５７ 

 

中部環境センター 

 

 

 

  

48 ４tプレス 
 

  
中部環境センタ
ー運用 

  

中部環境センタ
ー駐車場 

８００す 

 
２１－２１ 

 

中部環境センター 

 

 

 

  

49 ４tプレス 
 

  
中部環境センタ
ー運用 

  

中部環境センタ
ー駐車場 

８００さ 

 
８－５９ 

 

中部環境センター 

 

 

 

  

50 ４tプレス 
 

  
中部環境センタ
ー運用 

  

中部環境センタ
ー駐車場 

８００さ 

 
４－５２ 

 

中部環境センター 
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   車 種         

 

 車両管理形態等 

 

 駐 車 場 所             

 

 車 両 番 号             

 

 キ ー 保 管 場 所                 

 

 防災無線番号 

 

51 ４tプレス 
 

  
中部環境センタ
ー運用 

  

中部環境センタ
ー駐車場 

８００さ 

 
６－９０ 

 

中部環境センター 

 

 

 

52 低床ダンプ 
 

  
中部環境センタ
ー運用 

  

中部環境センタ
ー駐車場 

８００さ 

 
１３－５２ 

 

中部環境センター 

 

 

 

53 軽ダンプ 
 

  
美化推進課 

  

中部環境センタ
ー駐車場 

４１や 

 
４５－３５ 

 

環境美化係 

 

 

 

54 軽ダンプ 
 

  
美化推進課 

  

中部環境センタ
ー駐車場 

４１む 

 
１３－４８ 

 

環境美化係 

 

 

 

55 ２tダンプ 
 

  
美化推進課 

  

中部環境センタ
ー駐車場 

４００た 

 
５４－００ 

 

環境美化係 

 

 

 

 

56 軽ダンプ 
 

  
美化推進課 

  

中部環境センタ
ー駐車場 

４３は 

 
３５－８１ 

 

環境美化係 

 

 

 

  

57 軽ダンプ 
 

  
美化推進課 

  

中部環境センタ
ー駐車場 

４１や 

 
４７－５６ 

 

環境美化係 

 

 

 

  

58 ２tダンプ 
 

  
美化推進課 

  

中部環境センタ
ー駐車場 

４００た 

 
５４－０１ 

 

環境美化係 

 

 

 

  
59 軽ダンプ 

 

  
美化推進課 

  
中部環境センタ
ー駐車場 

４１む 
 
１３－５０ 

 
環境美化係 

 
２０ 

 

  

60 軽ダンプ 
 

  
美化推進課 

  

中部環境センタ
ー駐車場 

４３は 

 
３５－８２ 

 

環境美化係 

 

５３ 

 

  

61 ２tダンプ 
 

  
美化推進課 

  

中部環境センタ
ー駐車場 

４００た 

 
５４－０２ 

 

環境美化係 

 

 

 

  

62 普通ボンネット 
 

  
美化推進課 

  

中部環境センタ
ー駐車場 

１００す 

 
１４－９７ 

 

環境美化係 

 

２ 

 

  

63 ダンプ 
 

  
南部環境センタ
ー運用 

  

南部環境センタ
ー駐車場 

４７の 

 
３４－９１ 

 

事務所 

 

１０ 
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   車 種         

 

 車両管理形態等 

 

 駐 車 場 所             

 

 車 両 番 号             
（台数） 

 

 キ ー 保 管 場 所                 

 

 防災無線番号 

 

64 ダンプ 
 

  
南部環境センタ
ー運用 

  

南部環境センタ
ー駐車場 

４００つ 

 
９２－４８ 

 

事務所 

 

１１ 

 

65 ダンプ 
 

  
南部環境センタ
ー運用 

  

南部環境センタ
ー駐車場 

４００さ 

 
９９－６４ 

 

事務所 

 

１２ 

 

66 ダンプ 
 

  
南部環境センタ
ー運用 

  

南部環境センタ
ー駐車場 

４１ね 

 
１８－０９ 

 

事務所 

 

１３ 

 

67 ライトバン 
 

 
 南部環境センタ
ー運用 

  

南部環境センタ
ー駐車場 

５０１ひ 

 
３９－５４ 

 

事務所 

 

５２ 

 
 

※ その他の広報車輌として、消防本部及び消防団で７３台保有、 
内当務体制で最大４３台運用可能 
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資料：地震応急－15 

           災 害 時 の 広 報 文 例                                                        
 

 

[例文1] 地 震 発 生 直 後 の 注 意 事 項 （ 震 度 ５ 弱 以 上 の 場 合 ）                                                                              
 

 ※ １ － １            地 震 発 生 直 後 か ら 3 0分 後 位 の 場 合                                                        
 

       （注）項目が多いため、状況に応じ、情報が具体的な表現になるよう心掛ける

          とともに、何回かに分けて必要な事項を取捨選択すること。 

 

  ● こちらは、豊中市役所です。ただ今大きな地震がありました。 

    まず、火の元を消してください。ガスの元栓を閉めてください。 

    電気器具のスイッチも切ってください。風呂場に火の気はありませんか。 

    電気が途絶えた場合、証明には懐中電灯を使ってください。 

    照明のスイッチを繰り返し入れたり切ったりすると、漏れているガスに引火する場合 

    があります。 

    マッチ、ライター、ろうそくはしばらく使わないでください。 

    ラジオをつけて、ラジオからの情報を待ってください。 

    以上、豊中市市役所です。 

 

  ● こちらは豊中市役所です。 

    皆さん、落ち着いてまわりを見てください。地震で一番怖いのは火事です。 

    消し忘れた火はありませんか。ガスの元栓は閉まっていますか。 

    お子さんは無事ですか。 

    ガラスの破片などでけがをしないよう、スリッパや靴を履かせてください。 

    慌てて外に飛び出さないでください。 

    もし、ガスの匂いがしたら、メーターの部分の元栓が閉まっているか確認してくださ 

い。 

    そして全員家から外へ出てください。 

    屋外にいる人は、周りに何もない所にとどまり、様子を見てください。 

    壊れた建物やビル、高圧線から離れてください。 

    ガラスや屋根瓦などの落下物に気をつけてください。 

    ブロック塀から離れてください。 

    火事が起きていたら大声で近所に知らせ、小さいうちに消してください。 

    重大な緊急連絡の場合以外は、電話は使わないでください。 

    ラジオをつけて、ラジオからの情報を待ってください。 

    以上、豊中市役所です。 

 

  ● こちらは豊中市役所です。 

    車のエンジンを切って、車を左側に寄せてください。 

    エンジンを切って、取りあえず様子を見てください。 

    道路の中央は、消防車や救急車が通れるように必ず空けておいてください。 

    重大な緊急連絡の場合以外は、電話は使わないでください。 

    ラジオをつけて、ラジオからの情報を待ってください。 

    以上、豊中市役所です。 

 

     繰り返し、お知らせします。………… 

      （３回繰り返すことをもって、１セットとして使用すること） 
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[例文1] 地 震 発 生 直 後 の 注 意 事 項 （ 震 度 ５ 弱 以 上 の 場 合 ）                                                                              
 

 ※ １ － ２         地 震 発 生 3 0分 後 以 降 2  時 間 以 内 の 場 合                                                  

 

       （注） 1. 情報の空白時間帯を作らないよう、30分～1  時間おきに広報車、 

           職員巡回などにより伝達すること。 

           2. 項目が多いため、状況に応じ、情報が具体的な表現になるよう心掛

           けるとともに、何回かに分けて必要な事項を取捨選択すること。 

 

  ● こちらは、豊中市役所です。先程の地震は「震度○○」と発表されました。 

    ガラスの破片などでけがをしないよう、スリッパや靴を履いてください。 

    慌てて外に飛び出さないでください。 

    自宅にいる人は、そのまま中にいてください。 

    建物の周りは、ガラスや看板、壁が落ちてくる危険があります。 

    外に出る時は、玄関のドアにメモを張っておき、行き先が分かるようにしておいてく 

    ださい。 

    壊れた建物のそばや狭い路地を通るときは、屋根瓦の落下に注意して、ブロック塀か 

    ら離れて歩いてください。 

    垂れ下がった電線には、絶対に触れないでください。 

    以上、豊中市役所です。 

 

  ● こちらは豊中市役所です。 

    落ち着いて周りをみてください。地震で一番怖いのは火事です。 

    消し忘れた火はありませんか。 

    電話はかかりにくくなっています。 

    緊急の電話をかけやすくするために、しばらく電話は使わないでください。 

    地震で受話器が外れたままになってませんか。もう一度確かめてください。 

    ラジオをつけて、ラジオからの情報を待ってください。 

    以上、豊中市役所です。 

 

  ● こちらは、豊中市役所です。 

    先程の地震は「震度○○」と発表されました。 

    自宅にいる人はそのまま中にいてください。 

    水道は使えますか。使えたら、水はできるだけ確保してください。 

    風呂桶やポリタンク、ビンなどに水を溜めておいてください。 

    トイレの水は流さないでください。タンクの中の水は、飲み水や料理のための水に使 

    うことができます。 

    近所にお年寄りだけの家や大人が留守で子どもさんだけの家はありませんか。身の回 

    りが落ち着いたら、声を掛けてあげてください。 

    出所のわからない情報（デマ）には一切耳を貸さない、人に伝えないようにお願いし 

    ます。 

    以上、豊中市役所です。 

 

  ● こちらは、豊中市役所です。 

    地域の役員やリーダーの方々は、それぞれの役割に従って、直ちに行動を開始してく 

    ださい。 

    市民の皆様も、自分たちの町を守るため、役員やリーダーの方々に協力してください。 

    以上、豊中市役所です。 

 

    繰り返し、お知らせします。………… 

      （３回繰り返すことをもって、１セットとして使用すること） 

 



 
150 

［ 例 文 １ ］                 
地 震 発 生 直 後 の 注 意 事 項 （ 震 度 ５ 弱 以 上 の 場 合 ）                                                                              
 

 ※ １ － ３            地 震 発 生 ２ 時 間 ～ ６ 時 間 以 内 の 場 合                                                           
 

       （注） 1. 情報の空白時間帯を作らないよう、1  ～2  時間おきに広報車、職員

           巡回などにより伝達すること。 

           2. 項目が多いため、状況に応じ、情報が具体的な表現になるよう心掛

           けるとともに、何回かに分けて必要な事項を取捨選択すること。 

 

  ● こちらは、豊中市役所です。先程の地震は「震度○○」と発表されました。 

    家族にけががないか確かめてください。 

    小さい子どもさんがいる家庭はできるだけ一緒にいて、元気づけてあげてください。 

    ガラスの破片などでけがをしないよう、スリッパや靴を履かせてください。 

    以上、豊中市役所です。 

 

  ● こちらは、豊中市役所です。先程の地震は「震度○○」と発表されました。 

    余震がまだ続いています。余震に気をつけてください。 

    近所の人達を確かめてください。 

    もし助けを必要としていれば、手伝ってあげてください。 

    お年寄りだけの家や大人が留守の子どもさんだけの家庭はありませんか。 

    身の回りが落ち着いたら、声を掛けてあげてください。 

    まず、火の元を消すように。 

    ガスの元栓は閉めるようにしてあげてください。 

    電気器具のスイッチも切ってあげてください。 

    以上、豊中市役所です。 

 

  ● こちらは、豊中市役所です。豊中市付近の震度は「震度○○」と発表されました。 

    あなたがしばらくの間、してはならないことは次のとおりです。 

     ○ 電話は使わない。 

     ○ 水は無駄にしない。 

     ○ 見物に出かけない。 

     ○ 必要もないのに表に出ない。 

     ○ ガス漏れのおそれがあるので、 

        ・照明スイッチを入れたり切ったりしない。 

        ・マッチ、ライター、ろうそくは使わない。 

        ・タバコはしばらく、がまんしてください。 

    出所のわからない情報（デマ）には一切耳を貸さない、人に伝えないようにお願いし 

    ます。 

    ラジオをつけて、ラジオからの情報を待ってください。 

    地域の役員やリーダーの方々は、それぞれの役割に従って、直ちに行動を開始してく 

    ださい。 

    市民の皆様も、自分たちの町を守るため、役員やリーダーの方々に協力してください。 

    以上、豊中市役所です。 

 

    繰り返し、お知らせします。………… 

      （３回繰り返すことをもって、１セットとして使用すること） 
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［ 例 文 １ ］                 
地 震 発 生 直 後 の 注 意 事 項 （ 震 度 ５ 弱 以 上 の 場 合 ）                                                                              
 

 ※ １ － ４            地 震 発 生 ６ 時 間 以 降 の 場 合                                          
 

       （注） 1. 情報の空白時間帯を作らないよう、2  ～3  時間おきに広報車、職員

           巡回などにより伝達すること。 

           2. 項目が多いため、状況に応じ、情報が具体的な表現になるよう心掛

           けるとともに、何回かに分けて必要な事項を取捨選択すること。 

 

  ● こちらは、豊中市役所です。 

    これまでにわかった被害の状況をお知らせいたします。 

    亡くなられた方及び重傷の方は、○人です。 

    その内訳は、○○地区で○人、○○地区で人です。 

    半壊又は全壊した家屋は、○棟です。 

    その内訳は、○○地区で○棟、○○地区で棟です。 

    詳しい情報は、最寄りの小学校などの避難所で直接おたずねください。 

    出所のわからない情報（デマ）には一切耳を貸さない、人に伝えないようにお願いし 

    ます。 

    ラジオをつけて、ラジオからの情報を待ってください。 

    以上、豊中市役所です。 

 

  ● こちらは、豊中市役所です。 

    現在、市内の電気、ガス、水道はすべて供給を停止しています。 

    しばらくの間、自分たちだけでやれるよう、地域の人たちとともに準備してください。 

    子どもさんやお年寄りの方、体の不自由な方がいたら、まず一声掛けて安心させるこ 

    とを心掛けてください。 

    復旧に何日もかかることが予想されます。 

    詳しい情報は、最寄りの小学校などの避難所で直接おたずねください。 

    重大な緊急連絡の場合以外は、電話は使わないでください。 

    出所のわからない情報（デマ）には一切耳を貸さない、人に伝えないようにお願いし 

    ます。 

    ラジオをつけて、ラジオからの情報を待ってください。 

    以上、豊中市役所です。 

 

  ● こちらは豊中市役所です。 

    地域の役員やリーダーの方々は、それぞれの役割に従って、直ちに行動を開始してく 

    ださい。 

    市民の皆様も、自分たちの町を守るため、役員やリーダーの方々に協力してください。 

    以上、豊中市役所です。 

 

    繰り返し、お知らせします。………… 

      （３回繰り返すことをもって、１セットとして使用すること） 
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［ 例 文 ３ ］                     火 災 地 区 住 民 へ の 避 難 命 令 の 伝 達                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［ 例 文 ３ ］                が け 崩 れ 危 険 地 区 住 民 へ の 避 難 命 令 の 伝 達                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ● こちらは、豊中市役所です。 

   避難の用意をしてください。 

   ○○地区の火災は、△△の方向へ燃え広がっています。 

   （○○地区の火災は、△△の方向へ燃え広がる危険があります。） 

   飛び火に注意してください。 

   お年寄りや子どもさんなど、安全な△△小学校へ早めに避難させてください。 

   以上、豊中市役所です。 

   繰り返し、お知らせします。………… 

 

 ● こちらは豊中市役所です。 

   避難命令が出ました。 

   ○○地区の火災は、△△の方向へ燃え広がっています。 

   （○○地区の火災は、△△の方向へ燃え広がる危険があります。） 

   ○○地区の住民の方々は、直ちに○○へ（○○方面へ）避難してください。 

    ・なお、現場に警察官や市の職員・消防職員・消防団員などがいる場合には、その 

     指示に従って、落ち着いて避難してください。 

   以上、豊中市役所です。 

   繰り返し、お知らせします。………… 

     （避難が完了するまで、繰り返すこと） 
 

 
 ● こちらは豊中市役所です。 

   避難命令が出ました。 

   ○○地区は、がけ崩れの危険があります。 

   市民の皆さんは、直ちに避難してください。 

   避難先は、○○（小学校、中学校、共同利用施設など）です。 

    ・なお、現場に警察官や市の職員・消防職員・消防団員などがいる場合には、その 

     指示に従って、落ち着いて避難してください。 

   以上、豊中市役所です。 

   繰り返し、お知らせします。………… 

     （避難が完了するまで、繰り返すこと） 
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［ 例 文 ４ ］                     水 災 地 区 住 民 へ の 避 難 命 令 の 伝 達                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［ 例 文 ５ ］                   安 否 情 報 の 伝 達 （ 幼 稚 園 ・ 学 校 ・ 事 業 所 等 ）                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ● こちらは、豊中市役所です。 

   避難の用意をしてください。 

   現在、○○町付近は、河川増水のため危険な状態となりつつあります。 

   お年寄りや子どもさんを安全な△△（小学校、中学校、協同利用施設など）へ早めに 

   避難させてください。 

   また、その他の人もいつでも避難できるよう準備してください。 

   火の元を消してください。 

   避難する際の荷物は、背負うなり肩に掛けられる程度の最小限の非常用持出品にとど 

   め、両手は空けるようにしましょう。 

   繰り返し、お知らせします。………… 

   以上、豊中市役所です。 

 

 ● こちらは豊中市役所です。 

   避難命令が出ました。 

   ○○地区一帯は、○○川の○○付近が決壊し、浸水しています。 

   （○○地区一帯は、○○川の○○付近が決壊し、浸水のおそれがあります。） 

   ○○地区の住民の方々は、直ちに避難してください。 

   避難先は、○○（小学校、中学校、共同利用施設など）です。 

    ・なお、現場に警察官や市の職員・消防職員・消防団員などがいる場合には、その 

     指示に従って、落ち着いて避難してください。 

   繰り返し、お知らせします。………… 

   以上、豊中市役所です。 

     （避難が完了するまで、繰り返すこと） 
 

 
 ● こちらは、豊中市役所です。 

   これまでにわかった安否情報をお知らせします。 

  ○ △△地区では、半壊以上の被害はありませんでした。 

  ○ 私立の保育所、小・中学校及び幼稚園の児童・生徒及び職員については、現在、全 

    員無事との報告が入っております。 

    なお、園児や児童・生徒などは、全員、各学校などで保護しております。 

  ○ ○○学校、○○学校では、数人のケガ人が出ておりますが、いずれも軽傷で、生命 

    に別状はありません。児童・生徒は、全員、各学校などで保護しております。 

  ○ ○○幼稚園、○○小学校の園児・児童・生徒は、全員無事に○○へ避難しています。 

  ○ ○○小学校、○○中学校は、学校への延焼火災が心配されましたが、現在、火災は 

    消えました。児童・生徒は、全員元気で校庭（○○）に待機しています。 

  ○ ○○株式会社○○工場は、従業員全員の無事が確認されました。 

    ○○食品は、大きな被害もなく、現在応急食料供給のための弁当製造に全力をあげ 

    てくれています。 

  ○ ○○ビルは、大きな被害もなく従業員・来訪者とも全員の無事が確認されました。 

    ○○ビル自衛消防隊は、周辺地域において、自主的な応急復旧活動に協力していた 

    だいています。 

   以上、豊中市役所です。 

 

    繰り返し、お知らせします。………… 

     （３回繰り返すことをもって、１セットとして使用すること） 
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［ 例 文 ６ ］                        道 路 状 況 と 交 通 規 制                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［ 例 文 ７ ］                        交 通 機 関 の 運 行 状 況                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ● こちらは、豊中市役所です。 

   道路交通情報についてお知らせいたします。 

 

 （その１）現在、市内の道路は地震のため、 

  ○ 大阪市内への道路と名神高速道は、すべて車の通行が禁止されています。 

 

     ○ 次に、市内のすべての道路（○○通り、○○線）も○○のため、通行が禁止さ  

       れています。 

 

  ドライバーの皆さんは、カーラジオの情報や現場の警察官の指示に従ってください。 

 

 （その２）現在、市内の道路は、すべての車の通行が禁止されております。 

  ○ 市民の皆さん、車は使用しないでください。 

 

  以上、豊中市役所です。 

 

  繰り返し、お知らせします。………… 

     （３回繰り返すことをもって、１セットとして使用すること） 
 

 
 （その１） 

 ● こちらは、豊中市役所です。 

   交通機関の運行状況について、お知らせいたします。 

   現在、府内のＪＲ・私鉄・バスなどは、地震のため全て運転を中止しております。 

   各交通機関は、運転施設の点検を行っておりますが、まだ運転の再開見通しは立って 

   おりません。今後の運転見通しや運行状況については、テレビやラジオの情報に注意 

   してください。 

 

 （その２） 

 ● 豊中市役所から交通機関の運行状況に付いてお知らせします。 

   現在、府内のＪＲ・私鉄は次の路線で運転が一部再開されております。 

     ○○線全区間        ○○線全区間 

     ○○線  ○○・○○間   ○○線  ○○・○○間 

 

   なお、各路線とも運行本数も少なく、各駅では大変混雑が予想されます。 

   市民の皆さんは、今後のテレビ、ラジオの情報に注意してください。 

 

  以上、豊中市役所です。 

 

  繰り返し、お知らせします。………… 

     （３回繰り返すことをもって、１セットとして使用すること） 
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［ 例 文 ８ ］                        避 難 所 の 開 設 状 況                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［ 例 文 ９ ］                        救 護 所 の 開 設 状 況                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［ 例 文 1 0］                         応 急 給 水 の 連 絡                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

［ 例 文 1 1］                    水 利 用 に あ た っ て の 市 民 へ の 協 力 要 請                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ● こちらは、豊中市役所です。 

   避難所の設置場所についてお知らせします。 

   豊中市では、被災された方々のために、○○小学校、○○小学校、○○中学校、・・ 

   ・・・（近くの小学校や中学校など）に避難所を開設しました。 

   お困りの方は、直接避難所へおいでください。 

   なお、ケガをされた方々のために、○○に救護所を開設しております。 

   以上、豊中市役所です。 

 

   繰り返し、お知らせします。………… 

     （３回繰り返すことをもって、１セットとして使用すること） 
 

 
 ● こちらは、豊中市役所です。 

   救護所の設置場所についてお知らせします。 

   豊中市では、負傷された方々のために、臨時救護所を○○小学校、・・・・・に開設 

   しました。 

   自分たちで応急処置できないケガの方は、救護所へ連れて行ってください。 

   以上、豊中市役所です。 

   繰り返し、お知らせします。………… 

     （３回繰り返すことをもって、１セットとして使用すること） 
 

 
 ● こちらは、豊中市役所です。 

   現在、市内全域（又は○○町、○○町一帯）は。地震のため断水しております。 

   豊中市では、○○小学校、・・・・で飲料水を配っておりますので、ご利用くださ

い。 

   以上、豊中市役所です。 

   繰り返し、お知らせします。………… 

     （３回繰り返すことをもって、１セットとして使用すること） 
 

 
 ● こちらは豊中市役所です。 

   水の利用に関する皆さんへの協力を要請しています。 

   次のことを守るようぜひ協力してください。 

    ○ 飲み水は大切に使いましょう。無駄な水の利用はやめてください。 

    ○ 長い間、汲み置いた水は、必ず沸かしてから飲んでください。 

    ○ 蛇口から濁った水が出た場合は、バケツなどに汲み置き、うわ水を沸かして利 

      用してください。 

    ○ 底に溜まった濁り水や汲み替えた水は、掃除や選択などの生活用水に使用する 

      など水の有効利用に努めましょう。 

   以上、豊中市役所です。 

   繰り返し、お知らせします。………… 

     （３回繰り返すことをもって、１セットとして使用すること） 
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                           災害医療センター等一覧表            

                                                                            （平成18年4月現在） 

 (1) 災害拠点病院（基幹災害医療センター） 

 

病 院 名 〒     所 在 地 電 話 番 号
             

ファクシミリ 総病床数 I CU病 床 数 

  1 大阪府立急性期・総合医療センター 558-0056  大阪市住吉区万代東3 －1 －56 06-6692-1201 06-6606-7000  ７７８    １０

  

         

 (2) 災害拠点病院（地域災害医療センター） 

 

病 院 名 〒     所 在 地 電 話 番 号
             

ファクシミリ 総病床数 I CU病 床 数 

  1 大阪市立総合医療センター  534-0021  大阪市都島区都島本通2 －13－22 06-6929-1221 06-6929-2041   １０６３   １０

  2 国立病院機構 大阪医療センター  540-0006  大阪市中央区法円坂2－1－14 06-6942-1331
 
06-6943-6467    ６９８    ８

  3 大阪赤十字病院  543-8555  大阪市天王寺区筆ヶ崎町5－30 06-6771-5111 06-6774-5131 １０８０ ９

 4 大阪市立大学医学部附属病院  545-8586  大阪市阿倍野区旭町1－5－7 06-6645-2121 06-6632-7114   １０２０    ８

  5 大阪大学医学部付属病院  565-0871  吹田市山田丘2－15 06-6879-5111 06-6879-5019  １０７６   １０

  6 済生会千里病院  565-0862  吹田市津雲台1－1 06-6871-0121 06-6871-0148    ３４３   ８

 7 三島救命救急センター
 

 569-1124  高槻市南芥川町11－1 072-683-9911 072-683-6111    ４１    ８

  8 大阪医科大学付属病院  569-8686  高槻市大学町2－7 072-683-1221 072-682-3882   １０５６   ６

  9 関西医科大学付属病院  570-8507  守口市文園町10－15 06-6992-1001 06-6992-4846 ６４４    １６

10 大阪府立中河内救命救急センター 578-0947 東大阪市西岩田3－4－13 06-6785-6166 06-6785-6165 ３０ ８

 11 東大阪市立総合病院  577-8588  東大阪市西岩田3－4－5 06-6781-5101 06-6781-2194   ５７３    ４

 12 近畿大学医学部付属病院  589-0014  大阪狭山市大野東377－2 072-366-0221 072-366-0206   １０７８   １０

 13 市立堺病院  590-0064  堺市南安井町1－1－1 072-221-1700 072-225-3303    ４９３    ３

 14 市立泉佐野病院  598-8577  泉佐野市りんくう往来北2－23 0724-62-3111 0724-69-7929   ３５８    ５

 15 府立泉州救命救急センター  598-0048  泉佐野市りんくう往来北2－24 0724-64-9911 0724-64-9941    ３０    ８
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２．特定診療災害医療センター 

 

病 院 名 〒     所 在 地 電 話 番 号
             

ファクシミリ 総病床数 I CU病 床 数 

1 府立成人病センター  537-8511 

 
大阪市東成区中道1－3－3 06-6972-1181 06-6981-3000 ５００ 

  2 府立精神病医療センター  573-0022  枚方市宮之阪3－16－21 072-847-3261 072-840-6206  ５９２ 

  3 府立呼吸器・アレルギー医療センター  583-8588  羽曳野市はびきの3－7－1 0729-57-2121 0729-58-3291  ６４０
    

4 府立母子保健総合医療センター  594-1101  和泉市室堂町840 0725-56-1220 0725-56-5682  ３７５
    

  

 

         

３．市町村災害医療センター（災害拠点病院等と重複指定の医療機関は省略）…※北摂地域を抜粋 

 

病 院 名 〒     所 在 地 電 話 番 号
             

ファクシミリ 総病床数 I CU病 床 数 

1 市立豊中病院  560-8565 豊中市柴原町4－14－1 06-6843-0101 06-6858-3531  ６１３   

2 市立池田病院 563-8510 

 

池田市城南3－1－18 072-751-2881 072-754-6374  ３６４    

3 箕面市立病院 562-8562 箕面市萱野5－7－1 072-728-2001 072-728-8232  ３５０  ９

4 吹田市民病院 564-0082 吹田市片山町2－13－20 06-6387-3311 06-6380-5825  ４３１   

  

         

４．災害医療協力病院（二次救急医療機関）…※豊能二次医療圏を抜粋 

 

病 院 名 〒     所 在 地 電 話 番 号
             

ファクシミリ 総病床数 I CU病 床 数 

  1 小西病院 561-0802  豊中市曽根東町2－9－14 06-6862-1701 06-6864-2220 ２４ 

  2 豊中ひかり病院  561-0859  豊中市服部豊町1－5－12 06-6865-1313 06-6865-5757  １０３    

  3 さわ病院  561-8691  豊中市城山町1－9－1 06-6865-1211 06-6865-1261  ５０５   

  4 小曽根病院  561-0814  豊中市豊南町東2－6－4 06-6332-0135 06-6332-1644  ５６４    

  5 豊中渡辺病院  561-0858  豊中市服部西町3－1－8 06-6864-2301  06-6866-4101 １０５   ３ 

  6 大阪脳神経外科病院  561-0836  豊中市庄内宝町2－6－23 06-6333-0080 06-6332-8540  １３２    

  7 上田病院  561-0833  豊中市庄内幸町4－28－12 06-6334-0831 06-6332-8022 ９４   

  8 曽根病院  561-0802  豊中市曽根東町3－2－18 06-6862-9251 06-6866-6387  ５８   
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病 院 名 〒     所 在 地 電 話 番 号
             ファクシミリ 総病床数 I CU病 床 数 

  9 大和病院  564-0062  吹田市垂水町3 －22－1 06-6380-1981 06-6380-2568 １７５  

 10 甲聖会紀念病院  564-0053  吹田市江の木町7 －1 06-6380-0666 06-6380-0736  １０３ 

 11 ためなが温泉病院  562-0033 箕面市今宮4－5－24 072-729-7615 072-729-6100  ３２０  

 12 箕面神経サナトリウム  562-0004 

 

 箕面市牧落5－6－17 072-722-3966 072-721-5797  ３４５  

 13 榎坂病院  564-0063  吹田市江坂町4－32－1 06-6384-3365 06-6384-3446 ３６０   

  14 済生会吹田病院  564-0013  吹田市川園町1－2 06-6382-1521 06-6382-2494 ５００  ６ 

15 国立循環器病センター 565-8565 吹田市藤白台5－7－1  06-6833-5012 06-6833-9865 ６４０ １６ 

 16 協和会病院  564-0003  吹田市岸辺北1－24－1 06-6339-3455  06-6339-0787 ３１０  
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  災害救助法による救助の程度・方法及び期間並びに実費弁償の基準（早見表） 
                                         （１／３） 
 

 救助の 

 種 類 対    象 費用の限度額 期 間 備     考 

 避難所 

 の設置 

 災害により現に被 

 害を受け、又は受 
 けるおそれのある 
 者を収容する。 

 （基本額） 

 避難所設置費 
  100人１日当り30,000円以内 
 （加算額） 
 冬期 別に定める額を加算 
  高齢者等の要援護者等を収 
 容する「福祉避難所」を設置 
 した場合、当該地域における 
 通常の実費を支出でき、上記 
 を超える額を加算できる。 

 災害発生 

 の日から 
 ７日以内 

 1  費用は、避難所の設置、 

  維持及び管理のための賃金 
  職員等雇上費、消耗器材
費、建物等の使用謝金、借
上費又は購入費、光熱水
費、並びに仮設便所等の設
置費を含む 

 ２ 避難に当たっての輸送費 
  は別途計上 

 応急仮 

 設住宅 
 の供与 

 住家が全壊、全焼 

 又は流失し、居住 
 する住家がない者 
 であって、自らの 
 資力では住宅を得 
 ることができない 
 者。 

 1 規格 １戸当たり平均 

  29.7㎡（9坪）を基準とす 
  る 
 2 限度額 １戸当たり 
   2,385,000円以内 
 3 同一敷地内等に概ね50戸以 
  上設置した場合は、集会等 
  に利用するための施設を設 
  置できる。（規模、質用は 
  別に定めるところによる） 

 災害発生 

 の日から 
 20日以内 
 着工 

 1  平均１戸当たり29.7㎡、 

   2,385,000円以内であれば 
   よい。 
 2  高齢者等の要援護者等を 
  数人以上収容する「福祉仮 
  設住宅」を設置できる。 
3 供与期間 最高２年以内 

  民間賃貸住宅の借り上げに 
 よる設置も対象とする。 

 

 炊き出 

 しその 
 他によ 
 る食品 
 の給与 

 1  避難所に収容 

  された者 
 2 全半壊（焼）、 
  流失、床上浸水 
  で炊事できない 

 1  １人１日当たり 

     1,010円以内 

 災害発生 

 の日から 
 ７日以内 

 食品給与のための総経費を延 

 給食日数で除した金額が限度 
 額以内であればよい。 
 （１食は１／３日） 

 

   者    

 飲料水 

 の供給 

 現に飲料水を得る 

 ことができない者 
 （飲料水及び炊事 
 のための水である 
 こと。） 

 当該地域における通常の実績  災害発生 

 の日から 
 ７日以内 

 1 輸送費、人件費は別途計上 

 1  夏期（４月～９月）冬期 

  （10月～３月）の季別は災 
  害発生の日をもって決定す 
  る。 
 2  下記金額の範囲内 

 災害発生 

 の日から 
 10日以内 

 1  備蓄物資の価格は年度当 

  初の評価額 
 2  現物給付に限ること 
 
 
        （単位：円） 

        
       世帯 

区分 １ 人 ２ 人 ３ 人 ４ 人 ５ 人 
6人以上    

1人増すごとに加算 

 夏  17,300  22,200  32,700  39,100  49,600     7,200 全  壊 

全  焼 
流  失  冬  28,500  36,800  51,400  60,300  75,600    10,300 

 夏   5,600   7,500  11,300  13,700  17,500     2,400 

 

 被服、 

 寝具そ 
 の他生 
 活必需 
 品の給 
 与又は 
 貸与 

 全半壊（焼）、流 

 失、床上浸水等に 
 より、生活上必要 
 な被服、寝具、そ 
 の他生活必需品を 
 そう失、又はき損 
 し、直ちに日常生 
 活を営むことが困 
 難な者 

 半  壊 

 半  焼 
 床上浸水 

 冬   9,000  11,900  16,900  20,000  25,300     3,300 
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                                         （２／３） 
 

 救助の 

 種 類 対    象 費用の限度額 期 間 備     考 

 医 療  医療の途を失った 

 者（応急的処置） 

 1  救護班…使用した薬剤、 

  治療材料、医療器具破損等 
  の実費 
 2  病院又は診療所…社会保 
  険診療報酬の額以内 
 3  施術者 
   協定料金の額以内 

 災害発生 

 の日から 
 14日以内 

 患者等の移送費は、別途計上 

 助 産  災害発生の日以前 

 又は以後７日以内 
 に分べんした者で 
 あって災害のため 
 助産の途を失った 
 者（出産のみなら 
 ず、死産及び流産 
 を含み現に助産を 
 要する状態にある 
 者） 

 1  救護班等による場合は、 

  使用した衛生材料等の実費 
 2  助産婦による場合は、慣 
  行料金の２割引以内の額 

 分べんし 

 た日から 
 ７日以内 

 妊婦等の移送費は、別途計上 

 災害に 

 かかっ 
 た者の 
 救出 

 1  現に生命、身 

  体が危険な状態 
  にある者 
 2  生死不明な状 
  態にある者 

 当該地域における通常の実費  災害発生 

 の日から 
 ３日以内 

 1  期間内に生死が明らかに 

  ならない場合は、以後「死 
  体の捜索」として取り扱
う。 
2 輸送費、人件費は別途計 
  上 

 

 災害に 

 かかっ 

 住宅が半壊（焼） 

 し、自らの資力に 

 居室、炊事場及び便所等日常 

 生活に必要最小限度の部分 

 災害発生 

 の日から 

 

 

 た住宅 
 の応急 
 修理 

 より応急修理をす 
 ることができない 
 者 

 １世帯当たり 
   510,000円以内 

 １カ月以 
 内 

 

 学用品 

 の給与 

住家の全壊（焼） 

 流失、半壊（焼） 
 又は床上浸水によ 
 り学用品をそう失 
 又はき損し、就学 
 上支障のある小学 
 校児童、中学校生 
徒及び高等学校等 
生徒 

1  教科書及び教科書以外の 

  教材で教育委員会に届出又 
  はその承認を受けて使用し 
  ている教材実費 
 2  文房具及び通学用品は、 
  一人当たり次の金額以内 
  小学校児童 
   １人当たり   4,100円 
  中学校生徒 
   １人当たり   4,400円 
   高等学校等生徒 
   １人当たり   4,800円 

 災害発生 

 の日から 
(教科書) 
 １カ月以 
 内 
(文房具及 
 び通学用 
 品） 
 15日以内 

 1  備蓄物資は評価額 

 2  入進学時の場合は個々の 
  実情に応じて支給する。 

 

 埋 葬  災害の際死亡した 

 者を対象にして実 
 際に埋葬を実施す 
 る者に支給 

 １体当り 

  大人（12才以上） 
    193,000円以内 
  小人（12才未満） 
    154,400円以内 

 災害発生 

 の日から 
 10日以内 

  災害発生の日以前に死亡し 

 た者であっても対象となる。 
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                                         （３／３） 
 

 救助の 

 種 類 対    象 費用の限度額 期 間 備     考 

 死体の 

 捜索 

 行方不明の状態に 

 あり、かつ、四囲 
 の事情によりすで 
 に死亡していると 
 推定される者 

 当該地域における通常の実費  災害発生 

 の日から 
 10日以内 

 1  輸送費、人件費は、別途 

  計上 
 2  災害発生後３日を経過し 
  たものは一応死亡した者と 
  推定している。 

 死体の 

 処理 

 災害の際死亡した 

 者について、死体 
 に関する処理（埋 
 葬を除く。）をす 
 る。 

 （洗浄、消毒等） 

  １体当たり  3,300円以内 
 
 一  既存建物借上費 
 時   通常の実費 
 保  既存建物以外 
 存   １体当り 
      5,000円以内 
 検 救護班以外は慣行料金 
 案 

 災害発生 

 の日から 
 10日以内 

 1  検案は原則として救護班 

 2  輸送費、人件費は、別途 
   計上 
 3  死体の一時保存にドライ 
  アイスの購入費等が必要な 
  場合は当該地域における通 
  常の実費を加算できる。 

 障害物 

 の除去 

 居室、炊事場、玄 

 関等に障害物が運 
 びこまれているた 
 め生活に支障をき 
 たしている場合で 
 自力では除去する 
 ことのできない者 

 １世帯当たり 

      137,000円以内 

 災害発生 

 の日から 
 10日以内 

 

 

 輸送費 

 及び賃 

 1  被災者の避難 

 2  医療及び助産 

 当該地域における通常の実費  救助の実 

 施が認め 

 

 

  金職員 
 等雇上 
 費 

 3  被災者の救出 
 4  飲料水の供給 
 5  死体の捜索 
 6  死体の処理 
 7  救済用物資の 
   整理配分 

  られる期 
 間以内 

  

 
 
 
   範    囲     費用の限度額                期  間      備   考  

 実費弁 

 償 

 災害救助法施行令 

 第10条第１号から 
 第４号までに規定 
 する者 

 １人１日当たり 

  医師、歯科医師 
      17,400円以内 
  薬剤師 
      11,900円以内 
  保健婦、助産師、看護師 
      11,400円以内 
  土木技術、建築技術者 
      17,200円以内 
  大工、左官、とび職 
      20,700円以内 

 救助の実 

 施が認め 
 られる期 
 間以内 

 時間外勤務手当及び旅費は別 

 途に定める額 

 

 
 ※ この基準によっては救助の適切な実施が困難な場合には、都道府県知事は、厚生労働大臣に協議し、 
  その同意を得た上で、救助の程度、方法及び期間を定めることができる。 
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       災 害 時 の 葬 祭 業 務 の 委 託 に 関 す る 覚 書                                                         

 

 

 災害発生時における葬祭業務に関し、豊中市（以下「甲」という。）と豊中市営葬儀取扱店

組合（以下「乙」という。）とは次のとおり覚書を交換する。 

 

（目 的） 

第１条 この覚書は、自然災害及び航空機・列車事故または甲がこれに準ずると認めたもの                                                                       

 （以下「災害」という。）に起因する多数の死者が一時的・集中的に発生した場合において、

 社会の秩序維持と公共福祉の精神に基づき、甲及び乙があい協力し、その葬祭業務を円滑に

 遂行する等事態の処理について定めることを目的とする。 

（委託する業務） 

第２条 甲は、乙に対し次の葬祭業務を委託する。 

 (1) 死体の安置場所の設営 

 (2) 棺（付属品を含む。）の調達 

 (3) 納棺または火葬に至るまでの業務 

 (4) その他甲が指定する業務 

（実施方法） 

第３条 乙は、災害が、発生した場合において、甲から前条の葬祭業務の実施の指示を受けた

 とき、これを別に定めるところにより誠実に行うものとする。 

（委託料） 

第４条 甲は、乙に対し、第２条の葬祭業務の実施に要する費用として別に定める算定方法に

 より算出して委託料を支払うものとする。 

  ただし、当該災害の原因者が他に存在する場合は、その支払い方法及び額については別途

 甲・乙協議するものとする。 

（損害賠償） 

第５条 乙が実施する葬祭業務に従事する者が損害を受けたとき（次条に定める場合を除

く。） は、甲は、豊中市消防団員等公務災害補償条例（昭和41年条例第41号）の例により、

その損 害を補償するものとする。 

（対物補償並びに免責事項） 

第６条 乙が第２条の葬祭業務を行うについて、これに使用する車両等の機材につき損害を受

 けたときは、甲は、その損害を補償する。ただし、次の各号に掲げる場合においてはこの限

 りでない。 

 (1) 葬祭業務に従事する者の故意または重大な過失による場合。 

 (2) 当該損害につき、乙または乙の葬祭業務に従事する者が締結した損害保険契約により、

  保険給付を受けることができる場合。 

 (3) 当該損害が第３者によるものであって、かつ、当該第３者からその損害賠償を受けるこ 
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  とができる場合。 

（報 告） 

第７条 乙は、甲に対し甲から実施の指示を受けた葬祭業務の完了後速やかに別に定める事項

 につき報告書を提出するものとする。 

（委託料の返還等） 

第８条 甲は、乙がこの覚書または別に定めるところによる甲の指図に違反したと認めるとき

 は、委託料の一部もしくは全部の返還を請求し、またはこの覚書を解除することができる。

（その他） 

第９条 この覚書について疑義または、変更の必要を生じたときは、甲・乙協議のうえそのつ

 ど決定するものとする。 

（この覚書の有効期間） 

第10条 この覚書の有効期間は、覚書交換の日から２年とする。ただし、有効期間満了１か月

 前までに甲・乙双方またはいずれか一方からこの覚書の変更または解除の意思表示のないと

 きは、自動的に逐次１か年延長されるものとする。 

 

 この覚書交換を証する本書２通を作成し、署名押印のうえ、各自その１通を保有する。 

 

 

  昭和５３年６月１日 

 

 

            甲    豊中市中桜塚３丁目１番１号 

                   豊 中 市 長             下  村  輝  雄 

 

 

            乙    豊中市中桜塚２丁目１２番２号 

                   豊中市営葬儀取扱店組合 

                    組 合 長          上  村     登 
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（別 紙） 

 

       葬 祭 業 務 に 関 す る 実 施 細 目                                                         

 

 豊中市（以下「甲」という。）と豊中市営葬儀取扱店組合（以下「乙」という。）との間で

交換された昭和53年6  月1  日づけ覚書第２条の規定による業務の実施細目は、次のとおりとす

る。 

 

第１条 覚書第２条第２号の付属品とは、次の物品をいう。 

 (1) 棺用ふとん及び仏衣一式 

 (2) 三段位牌 

 (3) 経  机 

 (4) 三 具 足         

 (5) 寝棺おおい 

 (6) ローソク、線香セット 

 (7) 骨つぼ（骨袋含む） 

 (8) ドライアイス 

２ 前項各号に掲げる付属品の価格については、甲及び乙が別途協議する。 

３ 乙は、棺及び付属品の調達のため、あらかじめ次のとおり備蓄する。 

 (1) 場 所  乙所属の各店舗 

 (2) 数 量  各店舗ごとに組合規約に定める数量。ただし、その総数は２００組とする。 

４ 災害発生時における乙の活動可能人員及び車両台数は、おおむね次のとおりとする。 

  人  員  ４２名 

  車  両  ３０台 

   内  訳   霊きゅう車（宮型）           ３台 

          ライトバン（寝台車）         １１台 

          トラック（最大積載量1 . 5    トン積）   １６台 

第２条 覚書第２条の指示等の連絡先は次のとおりとする。 

 （甲） 豊中市中桜塚３丁目１番１号 

      豊中市保健衛生部衛生課 

        電話（８４８）１１２１ 内線３３５ 

 （乙） 豊中市中桜塚２丁目１２番２号 ㈱加納 

      豊中市営葬儀取扱店組合事務局 

        電話（８５３）６１７１ 

２ 甲の指示を受けて出動した乙の葬祭に従事する者は、現場における甲の職員の指示に応じ、

 専門的葬祭業務従事者としての知識及び経験により、その責任において誠実に業務を処理す 

 る。 
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第３条 委託料の算定方法は第１条の規定による各付属品の価格に実使用数を乗じて算出する

 ものとする。 

第４条 乙は、甲から実施の指図をうけた葬祭業務を完了したときに、甲に完了の連絡を行う

 とともに、次の様式により報告するものとする。 

 

 

       葬 祭 業 務 完 了 報 告 書                                             

 

                      実施責任者名（           ） 
 

  死 亡 者   施   主   使用物品及び車両                     

       

 実 施 

 

 年月日 

 火 葬 

 

 年月日  氏  名  年齢  
死 亡 者
         

 
との関係

 

 氏  名  品  目  数量  
金 額

 

 
（円）

 

 

 備考 

 

          

 

 

  注 1  活動人員数は、備考に記入する。 

    2  使用物品及び車両については金額のみを一括して掲げてもよいが、その場合は、 

    明細書を添付すること。 

    3 施主とは遺族等近親者をいう。ただし、遺族等近親者不明のときは、市長とする。 
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資料：地震応急－19 

 

         災害時における相互協力に関する協定書 

 

 

 豊中市（以下「甲」という。）と豊中市内郵便局（以下「乙」という。）は、豊

中市内に発生した地震その他による災害が発生したときにおいて、円滑な救援活動

を遂行するため、次のとおり協定を締結する。 

 

（用語の定義） 

第１条 この協定において、「災害」とは、災害対策基本法（昭和36年法律第2 2 3    

 号）第２条第１号に規定する災害をいう。 

 

（協力要請） 

第２条 甲及び乙は、豊中市内に災害が発生し、次の各号について必要が生じた場

 合は、相互に協力を要請することができる。 

 (1) 災害救助法（昭和22年法律第1 1 8    号）適用時における郵便、為替貯金及び簡

  易保険の郵政事業に係る災害特別事務取扱い並びに援護活動 

 (2) 所管施設及び用地の相互提供 

 (3) 甲又は乙が収集した被災市民の避難先及び被災状況等の情報の相互提供 

 (4) 被災住民等に必要な情報の提供 

 (5) 避難場所等への臨時郵便差出箱等の設置 

 (6) 前各号に掲げるもののほか、相互に協力できる事項 

 

（協力の実施） 

第３条 甲及び乙は、前条の規定による要請を受けたときは、その重要性を考慮し、

 協力するよう努めるものとする。ただし、協力の範囲は甲及び乙のそれぞれの業

 務に支障をきたさない範囲とする。 

 

（費用の負担） 

第４条 第２条に規定する協力要請に対しては、協力した者が特別に要した経費に

 ついては、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、それぞれ要請した者

 が適正な方法により算出した金額を負担するものとする。 

２ 前項の負担につき疑義が生じたときは、甲乙協議の上、負担すべき額を決定す

 る。 

 

（災害対策本部への参加協力） 

第５条 甲は、必要がある場合は乙に対し、豊中市災害対策本部へ情報連絡員とし

 て職員の参加を要請することができるものとする。 

 

（災害情報等連絡体制の整備） 

第６条 甲及び乙は、災害情報等の連 絡体制を整備するため、その方策につ



 
167 

いて協 議するものとする。 

（防災訓練への参加） 

第７条 乙は、甲又は豊中市内の各地域が行う防災訓練等に必要に応じて参加する

 ことができるものとする。 

 

（情報の交換） 

第８条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況及び協力要請事項に関し、必要に応じ

 て情報の交換を行うものとする。 

 

（連絡責任者） 

第９条 この協定に関する連絡責任者は、甲においては防災担当課長、乙において

 は豊中郵便局総務担当課長及び豊中南郵便局総務担当課長とする。 

 

（協議） 

第10条 この協定に定めのない事項、又はこの協定について疑義が生じたときは、

 甲乙協議の上、これを決定する。 

 

 この協定を証するため、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

 

  平成１２年４    月１    日 

 

 

     （甲） 豊中市中桜塚３丁目１番１号 

 

            豊 中 市 長                  一 色 貞 輝                     

 

 

     （乙） 豊中市内郵便局代表者 

 

          豊中市岡上の町４丁目１番１５号 

 

            豊 中 郵 便 局 長                  劔 持 孝 夫                     

 

 

          豊中市穂積２丁目２番８号 

 

            豊中南郵便局長   髙  下  勝  連 

 

                      




